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手帳の交付 

1 身体障害者手帳 

 

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方が交付を受けられる手

帳(埼玉県発行)で、障がいの種類(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく

機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器、ぼうこう・直腸機能、小腸機

能、免疫機能、肝臓機能)や程度により１級から６級に区分されています。 

※指定医師作成による身体障害者手帳診断書・意見書が必要です。用紙は障がい福祉

課にあります。また、埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページからダ

ウンロードが可能です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/annai/shintaitechou.html 

※住所、氏名の変更、亡くなったときは必ず届け出てください。 

※手帳を紛失、破損した場合は再交付が可能ですので、事前に障がい福祉係に相談し

てください。 

【問い合わせ先】  障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

2 療育手帳 

 

児童相談所又は知的障害者更生相談所（埼玉県総合リハビリテーションセンター）

で、知的障がい者(児)として判定を受けた方が、各種の援護を受けるために必要な手

帳(埼玉県発行)で、障がいの程度により①Ⓐ（最重度）、②Ａ（重度）、③Ｂ（中

度）、④Ｃ（軽度）の４段階に区分されています。 
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※手帳交付された後、障がいの程度の確認をするため年齢により数年ごとに再判定を

行います。  

※住所、氏名の変更（本人・保護者）、保護者の変更、亡くなったときは必ず届け出

てください。 

※手帳を紛失、破損した場合は再交付が可能ですので、事前に障がい福祉係に相談し

てください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

3 精神障害者保健福祉手帳 

 

統合失調症、うつ病等、てんかん、器質性精神疾患、その他の精神疾患をお持ちの方

で、初診日から６か月以上が経過し、精神障がいのために長期にわたり日常生活又は

社会生活への制約がある方（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害

程度に該当すると認められた人）に対し交付される手帳（埼玉県発行）で、障害程度

により１級から３級に区分されています。 

※現在の制度では、有効期限終了日の３か月前から更新を受け付けることができます

が、希望しない方や転居した方もいることから、有効期限に伴う更新のご案内は送付

しておりませんので、予めご了承いただけますようお願いいたします。 

※住所、氏名の変更（本人・保護者）、保護者の変更、亡くなったときは必ず届け出

てください。 

※手帳を紛失、破損した場合は再交付が可能ですので、事前に障がい福祉係に相談し

てください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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4 サポート手帳 

 

埼玉県では、乳幼児から成人期に至るまで一貫した支援のために「サポート手帳」を

作成しています。この「サポート手帳」は、主に発達障がいがあったり、発達が気が

かりだったりするお子さんをお持ちの保護者で希望する人に配布をしています。 

※配布は障がい福祉課で行っております。 

※サポート手帳は埼玉県発達障害総合支援センターのホームページからダウンロード

できます。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0614/support-techo.html 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

         埼玉県発達障害総合支援センター ０４８（６０１）５５５１ 
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相談の窓口 

1 障がい福祉課 障がい福祉係／給付係 

 

各種手帳所持者、難病患者、発達障がい・高次脳機能障がい者等の総合窓口として、

各種手帳の申請・交付、施設入所、補装具・日常生活用具・自立支援医療の給付等に

ついて相談支援を行います。 

 又、ヘルパー派遣や、移動に関する支援、手話、要約筆記者派遣等のコミュニケー

ションの支援、各種手当、重度心身障害者医療費助成、タクシー券・燃料券の交付等

についても担当しています。 

【問い合わせ先】  障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８  

 給付係    ０４８（９３０）７７７９ 

 

2 障がい者就労支援センター（障がい福祉課） 

 

市内在住の障がいのある方（障害者手帳を所持している人または、医師の診断により

障がいが認められる人）の就労及び就労後の定着に関する相談・支援を行っています。 

【問い合わせ先】 障がい者就労支援係 ０４８（９５３）１５２１ 
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3 三郷市障がい福祉相談支援センター 

 

障がい福祉課で実施している相談支援業務を委託契約によりこちらでも行っていま

す。専門の相談支援員による家庭訪問、カウンセリング、ピアサポート事業等も展開

しております。障がいのある人、その家族、介護者等からの、日常生活、就労等様々

な悩みや不安の相談に応じ、各種福祉サービスの紹介や利用方法についての情報提供

の他、必要な援助を実施しています。 

【問い合わせ先】 障がい福祉相談支援センターパティオ  

三郷市三郷２－３－１  ０４８（９４９）２２１０  

         障がい福祉相談支援センターみさと中央 

三郷市中央 1 丁目 16-1 みさと中央医療福祉ビル 1 階 

０４８（９３４）５９９２ 

 

4 子ども発達支援センター（子ども支援課） 

 

発達の遅れや偏りなどの心配があるお子さんについて、相談や個別指導を行っていま

す。相談や指導は予約制です。 

【問い合わせ先】 子ども発達支援センター  ０４８（９３０）７７９４ 

 

5 家庭児童相談室（子ども支援課） 
 

家庭における適正な児童養育、その他家庭における児童の福祉向上を図るため、健康

福祉会館に設置されています。 相談室には相談員が配置され、電話相談、来室相談

など児童に関する身近な相談に応じ、必要な助言等を行っています。 

【問い合わせ先】 家庭児童相談室  ０４８（９３０）７７８６ 
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6 保健センター（健康推進課） 

 

乳幼児から高齢者まで市民の健康を増進するため、保健・栄養指導、健康相談、各種

健診・がん検診等、保健サービス、予防衛生等の総合窓口として必要な支援、助言を

行っています。 

【問い合わせ先】 健康推進課 健康づくり係 ０４８（９３０）７７７１ 

               地域保健係  ０４８（９３０）７７７２ 

               健診予防係  ０４８（９３０）７７７３ 

 

7 三郷市社会福祉協議会 

 

市民・行政・専門家の参加のもと、協働して地域のまちづくりに関する福祉事業の連

絡・調整・調査・企画・事業を行う、社会福祉法に基づく公共的性格を持った非営利

の民間団体です。 

【問い合わせ先】 三郷市社会福祉協議会 ０４８（９５３）４１９１ 

 

 

8 児童相談所 

 

子どもについてのさまざまな相談に応じ、それぞれの問題解決に必要な指導援助を提

供しています。又、児童福祉施設への入所などを行っています。 

【問い合わせ先】 草加児童相談所 ０４８（９２０）４１５２ 

         草加市西町４２５－２  

※休日・夜間の児童虐待については、全国共通ダイヤル１８９ になります。 
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9 保健所 

 

保健衛生の向上、増進のため、市と連携し専門的・広域的な業務を行っています。 

業務内容  ①専門的母子保健に関する相談 ②難病に関する相談 

      ③精神保健福祉に関する相談  ④麻薬・覚せい剤等に関する相談 

      ⑤ＨＩＶ・感染症に関する相談や検査の実施 

      ⑥各種医療助成        ⑦食中毒に関する相談 

      ⑧食品や飲料水に関する相談や検査の実施 等 

【問い合わせ先】 埼玉県草加保健所  ０４８（９２５）１５５１ 

         草加市西町４２５－２   

 

10 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

 

リハビリのための医療・訓練を行うほか、次の相談業務を行っています。 

 業務内容  

①身体障害者更生相談 

  身体障がいのある人に対する専門的相談援助を行うとともに、医学的、心理学的 

及び職能的判定を行います。又、補装具の処方及び適合判定を行っています。 

 ②知的障害者更生相談 

  知的障がいのある人の福祉について、家庭等から相談に応じ、医学的、心理学的 

及び職能的判定とこれに付随する助言等を行っています。 

 ③地域支援 

  在宅の身体障がいのある人及びその家族を対象に、日常生活上必要な住宅改修や 

福祉用具等に関する相談援助を行っています。又、家庭訪問による「在宅身体障 
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害者訪問相談事業」も行っています。 

 ④高次脳機能障がいに関する相談支援 

  高次脳機能障がいのある人、その家族及び関係機関等からの相談に応じていま 

す。 

 利用方法  

①から③の相談・判定等の支援は三郷市の障がい福祉課で予約受付をしています。 

 ④の相談は高次脳機能障害者支援センター（０４８－７８１－２２３６）で受け付

けています。 

※高次脳機能障がい者の相談支援は三郷市の障がい福祉課、障がい福祉相談支援

センター、NPO 法人地域で共に生きるナノでも行っています。 

【問い合わせ先】  埼玉県総合リハビリテーションセンター  

上尾市西貝塚１４８－１  ０４８（７８１）２２２２ 

【① ～③の予約先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

11 埼玉県立精神保健福祉センター 

 

精神疾患の予防や治療及び精神障がいのある人の社会復帰訓練を総合的に行っていま

す。 

 業務内容 

 ①精神保健福祉部門 

 精神的な不安や悩み、対人関係や性格上の悩み、ひきこもり、飲酒や薬物乱用等、

精神保健に関する相談支援を行っています。 

 ②社会復帰部門 
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 精神障がいがあり、かつ主治医が利用を必要と認めた人を対象とする通所訓練や宿

泊訓練を実施しています。 

 利用方法   予約制です。  

 予約受付時間 平日 午前９時～午後５時 

※この他に「こころの電話」として、家庭や学校での悩み、人間関係などのこころ

の健康についての相談専用電話（０４８－７２３－１４４７）を設置していま

す。 

【問い合わせ先】 埼玉県立精神保健福祉センター  ０４８（７２３）１１１１ 

         北足立郡伊奈町小室８１８－２ 

 

12 埼玉県精神科救急情報センター 

 

夜間・休日における緊急的な精神医療相談を電話で受け付けています。相談内容をも

とに適切な助言を行い、必要に応じて医療機関の紹介を行います。 

 受付電話番号 ０４８（７２３）８６９９ 

 受付時間   月曜日から金曜日 午後５時～翌朝８時３０分 

        土曜日・日曜日・祝日及び１２月２９日～１月３日  

午前８時３０分～翌朝８時３０分 
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13 埼玉県発達障害者支援センター まほろば   

 

発達障がいのある人やその家族、支援に関わる関係者等からの相談を受け付けていま

す。発達障害者支援センター事業は埼玉県から委託されて行われています。 

発達障がいに関して、どこに相談してよいか、どのように相談していいかわからない

場合等でも相談することができます。 

相談時間 月曜日から金曜日（祝祭日は除く） 

面談   午前９時～午後４時 

電話   午前９時～午後５時（受付午後４時３０分まで） 

【問い合わせ先】 埼玉県発達障害支援センター まほろば 

電話  ０４9（２３９）３５５３   

ＦＡＸ ０４9（２３３）０２２３ 

         川越市平塚新田東河原２０１－２ 

 

14 埼玉県発達障害総合支援センター〈18 歳まで〉 

 

発達障がいのある１８歳までの子どもとその家族からの電話相談に応じています。 

受付時間 月曜日から金曜日（祝日・年末年始は除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

電話   ０４８（６０１）５５５１ 
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15 身体障害者相談員 

 

身体に障がいのある人の相談に応じて、必要な助言等を行っています。お気軽にご相

談ください。 

平野 清代美 ＦＡＸ ０４８（９５９）３０８４ （聴覚障がい担当） 

青木 庸行  電話  ０４８（９５６）２６３３ 

16 知的障害者相談員 

 

知的障がいのある人（児童含む）又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言等

を行っています。お気軽にご相談ください。 

山口 京子  電話 ０４８（９５７）２１０５ 

柳 晶子   電話 ０４８（９５１）８９０９ 

 

17 民生委員・児童委員 

 

一定の地域を受け持ち、地域の福祉に関する要望・問題点を把握するための社会調査

や、高齢者、障がい者、生活に困っている人等の相談、連絡調整等の活動をしていま

す。なお、活動にあたっては、個人の人格を尊重し、秘密を守るよう義務付けられて

います。 

【問い合わせ先】 ふくし総合支援課  ０４８（９５３）８３１１ 
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18 指定一般相談支援事業所 

18.1 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支

援) 

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援が必要な

人に入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向け

た支援を行います。地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院したと

き、家族との同居から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人に対し、地域

生活を継続していくための支援を行います。 

住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談及び支援等を

行える場所として指定一般相談支援事業所があります。 

障がい福祉相談支援センター パティオ  

  三郷市三郷２－３－１         TEL ０４８（９４９）２２１０ 

 

19 指定特定相談支援事業所 

19.1 障害福祉サービス等の利用計画の策定  (計画相談支援・障害児相談支援) 

サービス等利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められる場合に、障

がいある人の自立した生活を支え、障がいのある人の抱える課題の解決や適切なサー

ビスの利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行います。 

障害福祉サービス等を申請した障がいのある人について、サービス等利用計画の作成

及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)等について依頼、相談

ができる場所として指定特定相談支援事業所があります。 

 

①障がい福祉相談支援センター パティオ  

  三郷市三郷２－３－１            ０４８（９４９）２２１０ 
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②障がい福祉相談支援センター みさと中央 

  三郷市中央１－１６－１ みさと中央医療福祉ビル 1 階  

０４８（９３４）５９９２ 

③障害者生活支援センター みさとコスモス  

  三郷市早稲田１－１１－１０         ０４８（９５４）７９２５ 

 

④サポートセンター みどりの風 

  三郷市彦音２－４０－１ カンフォート１０１ ０４８（９５９）９４９２ 

 

⑤さとっこ相談室（放課後等デイサービスさとっこ通所児童のみ） 

  三郷市幸房１０５７－３           ０４８（９５４）８５０８ 

 

⑥相談支援センター 輪・和・笑   

三郷市戸ヶ崎二丁目３７４－１        ０４８（９５１）１８１７ 

 

⑦障がい者相談支援センター そよかぜ 

三郷市早稲田１－３－１０ KTT６ビル３F  ０４８（９５４）８４６３ 

 

⑧相談支援事業所 ぐっどはーと（児童のみ） 

  三郷市高州２－３７５－４          ０４８（９６９）４９７２ 
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医療 

1 自立支援医療 

 

障害者総合支援法に基づき、障がいの内容によって、次のとおり指定医療機関で受診

した場合の医療費の一部を公費で負担します。このことにより、利用者の医療費の負

担割合は原則１割となります。（利用者世帯の所得状況や疾病に応じて、１か月あた

りの負担上限額の適用による軽減措置もあります。） 

1.1 更生医療 

 身体障がいのある人が、その障がいの程度を軽くしたり、障がいの進行を防いだ 

り、日常生活の自立に効果がある治療を受ける場合、その保険診療の医療費等の一 

部を公費で負担します。 

  対象   １８歳以上の身体障害者手帳所持者 

  対象医療 角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析（血液

透析・腹膜透析）療法、腎移植術、抗ＨＩＶ療法、肝臓移植後の抗免

疫療法等  

※心臓機能障がいのある人に対する医療は手術とこれに伴う医療に限られ、いわ

ゆる内科的な治療のみのものは除く。 

※腎臓機能障がいのある人に対する更生医療の給付は、慢性人工透析療法と腎移

植術に伴う医療に限る。 

  給付内容 

  １）診察、看護、移送         ２）薬剤又は治療材料の支給 

  ３）医学的処置、手術その他治療と施術 ４）診療所または病院への入院 

  手続き 障がい福祉係で相談してください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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1.2 育成医療 

身体に障がいのある児童又は現在は障がいには該当していないが、そのまま放置する

と将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、確実な治療効果が期待できる場

合、その保険診療の医療費等の一部を公費で負担します。 

対象   以下の障がい等に該当する１８歳未満の児童 

肢体不自由、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓

機能、腎臓機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能などの障がいがあり、

確実な治療効果が期待できるもの 

又、このまま放置すると将来障がいに該当するような疾病に罹患してお

り、確実な治療効果が期待できるもの 

        ※現在障がいに該当していなくても対象となる場合あり 

        ※所得制限があります 

給付内容 指定医療機関において医療の給付を行います 

手続き  治療開始前、又は治療開始初日から１６日以内に障がい福祉係で相談し

てください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

1.3 精神通院 

精神疾患のある人が、その疾患の治療（入院以外）を受ける場合に、その保険診療の

医療費等の一部を公費で負担します。 

対象   精神疾患で治療（入院以外）を受ける人 

給付内容 指定医療機関で精神疾患の診療を受けた医療費（薬剤費、精神科デイケ

ア、訪問看護含む） 

手続き  障がい福祉係で相談してください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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2 重度心身障害者医療費助成 

 

医療機関等で診療を受けた場合、各種保険（介護保険等は除く）による自己負担分の

費用を助成します。 

対象 次の①～⑥ のいずれかに当てはまる人。ただし、次の場合を除きます。 

・65 歳以上で新規に手帳取得した人 

・一定以上の所得がある人 

①身体障害者手帳１～３級  

②療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ  

③精神障害者保健福祉手帳１級  

④身体障害者手帳４級の音声・言語機能障がい、又は４級の下肢機能障がいの一部

のうち６５歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている人 

⑤精神障害者保健福祉手帳２級のうち、６５歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入

されている人 

⑥国民年金障害基礎年金証書１～２級のうち、６５歳を迎えて後期高齢者医療制度

に加入されている人 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 

 

3 後期高齢者医療制度による医療給付 

 

後期高齢者医療制度は、７５歳以上の人が対象となりますが、次の人は６５歳から認

定を受けることができます。 

対象  

①身体障害者手帳１～３級、４級の音声・言語機能障がい、４級の下肢障がいの一部 

②療育手帳Ⓐ、Ａ  

③精神障害者保健福祉手帳１～２級 
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④国民年金法障害等級１～２級 

内容  

所得に応じて医療費の１割又は３割の支払いになります。又、１か月の医療費負担 

額に限度額の適用が受けられます。（入院の場合は別に食事代の一部負担がありま 

す。）その他、詳細は後期高齢者医療担当へお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 国保年金課 高齢者医療係 ０４８（９３０）７７８９ 

 

4 こども医療費助成  

 

子どもが医療機関等で診療を受けた場合、各種保険による自己負担分の費用を助成し

ます。 

対象   １８歳になった年の年度末（３月３１日）までの子どもの医療費 

助成の対象となる医療費 

   医療保険が適用される医療費（高額療養費・付加給付を除く） 

【問い合わせ先】 子ども支援課 給付係 ０４８（９３０）７７８１ 

 

 

5 ひとり親家庭等医療費助成 

 

子どもを育てているひとり親等が医療機関等で診療を受けた場合、各種保険による自

己負担分の費用を助成します。 

 

対象  次のいずれかに該当する子どもと、その母、父又は養育者（所得制限を超

過している場合は対象外となります） 
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①父母が離婚した子ども 

②父又は母が死亡した子ども 

③父又は母が一定の障がいの状態にある子ども 

④父又は母に１年以上遺棄されている子ども 

⑤その他の理由で、父又は母と生計を同じくしていない子ども 

※子どもの年齢が１８歳になった年の年度末（３月３１日）まで 

     （ただし、一定の障がいのある子どもは２０歳の誕生日の前日まで） 

助成の対象となる医療費 

   医療保険が適用される医療費（高額療養費・付加給付を除く） 

【問い合わせ先】 子ども支援課 給付係 ０４８（９３０）７７８１ 

 

6 特定疾患医療給付制度 

 

対象となる疾患の治療を受けている人が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己

負担分の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、特定疾患に関す

る医療の確立、普及を図るとともに、対象者の医療費の負担軽減を図るものです。 

※疾病名については県ホームページを参照ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html 

【問い合わせ先】 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１ 
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7 小児慢性特定疾病医療費助成制度 

 

児童福祉法第１９条の２に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢

性特定疾病)の医療に係る費用の一部を県が負担し、対象児童のご家庭の医療費負担軽

減を図るものです。 

※対象となる疾病と疾病の状態の程度については県ホームページ(厚生労働省資料)を

参照ください 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/newsyouman.html 

【問い合わせ先】 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１ 

 

8 結核児童療育給付 

 

対象者 １８歳未満の結核にかかっていて、その治療に長時間を要し、医師が入院を

必要と認めている児童 

内容  指定医療機関での診察、薬剤又は治療材料等の医療給付を行います。 

又、日用品などの支給も併せて行います。 

なお、扶養義務者の所得税額等に応じて一部自己負担があります。 

【問い合わせ先】 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１ 

 

9 結核医療費の公費負担 

 

対象者 ①結核を感染させるおそれがあるため、保健所の勧告・措置により入院し 

ている人 

    ②通院等により結核の治療を受けている人 
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    ③結核患者と接触があり発病を予防するために服薬の指示があった者（潜在

性結核感染症） 

内容  ①は、医療保険と公費で全額負担します。ただし、本人及び扶養義務者の所

得税額により、一部自己負担があります。 

    ②③は、結核の治療にかかる医療費の自己負担が 5％となります。（初診

料、再診料及び一部の検査費用等は公費の対象外です。） 

【問い合わせ先】 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１ 

 

10 先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付 

 

２０歳以上で、次の先天性血液凝固因子障害で治療を受けている人を対象として医療

費の給付を行います。 

【問い合わせ先】 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１ 

 

11 指定難病医療給付制度 

 

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定

する疾病を対象に医療費の一部を助成しています。 

【問い合わせ先】 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１ 
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12 医療相談(障がい者の歯科診療) 

 

一般の医療機関の施設・機能では治療を受けることが困難な障がいのある人を対象に

歯科診療、相談等を行っています。なお、診療、相談は予約制となりますので、事前

にお問い合わせください。 

 埼玉県総合リハビリテーションセンター (上尾市)  ０４８（７８１）２２２２ 

 埼玉県社会福祉事業団そうか光生園 (草加市)     ０４８（９３６）５０８８  

※障がい福祉課で申込みをいたしますので、ご相談ください。 

 埼玉県社会福祉事業団嵐山郷 (嵐山町)        ０４９３（６２）６２２１ 

 埼玉県社会福祉事業団あさか向陽園 (朝霞市)     ０４８（４６６）１４１１ 

 埼玉県社会福祉事業団皆光園 (深谷市)                ０４８（５７３）２０２１ 

※問い合わせについては各施設へ直接ご相談ください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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13 特定疾病に係る療養 

 

高度な治療を著しく長期間継続しなければならない、特定の疾病に係る療養について

は、自己負担限度額を１万円としています。 

（７０歳未満の人工透析をしている上位所得者の場合は２万円） 

対象 厚生労働大臣により、次の３つの疾病が定められています。 

①人工腎臓を実施している慢性腎不全 

②血友病 

③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 

（ＨＩＶ感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る） 

【問い合わせ先】 加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。 

  三郷市国保の方  国保年金課 保険給付係   ０４８（９３０）７７０２ 

  後期高齢者医療制度の方   

国保年金課 高齢者医療係  ０４８（９３０）７７８９ 
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年金・手当 

1 在宅重度心身障害者手当 

 

市内に居住する重度の障がいのある人の経済的負担の軽減を図る目的で、障がいのあ

る人本人に支給されるものです。 

対象者 ①身体手帳１級・２級の交付を受けている人 

     ②療育手帳Ⓐ・Ａの交付を受けている人 

     ③精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人 

     ④上記①、②に相当すると市長が認めた人 

  ※ただし、次に該当する人には支給されません。 

  ・施設に入所している人 

  ・市区町村民税が課税されている人（障がい者本人） 

  ・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給して 

いる人 

  ・障害者手帳の有効期限の切れた人（更新等で障がいの判定が確定するま 

での期間、一時支給の停止をすることがあります。） 

手当額 ６５歳未満・・・・月額５，０００円 

     ６５歳以上・・・・月額２，５００円 

（６５歳未満で既に在宅重度心身障害者手当を受給している人はそのまま 

継続して月額５，０００円） 

支給方法 申請のあった翌月分から半年ごと（３月・９月）に、まとめて本人 

の口座に振り込みます。 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 
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2 特別障害者手当 

 

２０歳以上で、日常生活において常時特別な介護を要する状態にある人に手当が支給

されます。 

対象者 ２０歳以上で身体又は精神の重度の障がいにより日常生活において常時特

別の介護を要する状態にある人（細かい条件があります。） 

※ただし、次に該当する人には支給されません。 

  ・施設に入所している人 

  ・病院等に３か月を超えて継続して入院している人 

  ・一定以上の所得がある人 

支給方法  申請のあった翌月分から年４回（２月・５月・８月・１１月）、本人

口座に振り込みます。 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 

 

3 障害児福祉手当 

 

２０歳未満でおおむね次のいずれかに該当する人に手当が支給されます。 

  ①身体障害者手帳１級の一部及び２級の一部の人 

  ②知的障がいであって、療育手帳○Ａ相当の人 

  ③精神障がい、血液疾患等の人で、①・②と同程度の障がいがある人 

 ※ただし、次に該当する人には支給されません。 

  ・施設に入所している人 

  ・障がいを理由とする公的年金を受給している人 

  ・一定以上の所得がある人 

支給方法  申請のあった翌月分から年４回（２月・５月・８月・１１月）、本人口

座に振り込みます。 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 
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4 特別児童扶養手当 

 

精神又は身体に一定の障がいがある２０歳未満の子どもを育てている人のうち、主と

して生計を維持する人に手当が支給されます。 

対象者 一定の障がいに該当する２０歳未満の子どもを養育している人で、生計の

中心となる人（一定の障がいの状態については細かい基準があります。） 

※ただし、次に該当する人には支給されません。 

   ・子どもが施設に入所している人 

   ・子どもが障がいを理由とする公的年金を受給している人あるいは受給

が可能な人 

   ・一定以上の所得がある人 

（詳しくは障がい福祉課にお問い合わせくだい） 

支給方法 申請のあった翌月分から年３回（４月・８月・１１月）、本人口座に振

り込みます。 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 
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5 児童扶養手当 

 

一定の条件に該当する児童を育てている父・母もしくは主に生計を維持する養育者に

手当が支給されます。 

対象者 次のいずれかに該当する１８歳の年度末までの児童又は２０歳未満で一定

の障がいを有する児童を養育する父又は母、もしくは主として生計を維持

する養育者の人 

① 父母が婚姻を解消した児童 

② 父又は母が死亡した児童 

③ 父又は母に一定の障がいがある児童 

（父母の障がいについては細かい基準があります） 

     ④父又は母の生死が明らかでない児童 

     ⑤父又は母に１年以上遺棄されている児童 

     ⑥父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

     ⑦父又は母が法令により１年以上拘禁されている児童 

     ⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童 

  ※ただし、次に該当する人には支給されません。 

  ・児童が施設に入所している人 

  ・児童又は受給者が公的年金を受給している人あるいは受給が可能な人 

  ・児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっている人 

（ただし、年金受給者であっても年金給付額が児童扶養手当額を下回る 

場合は、年金を受給後、差額分を受給することができます。） 

  ・一定以上の所得がある人 

  ・児童や受給者が日本国内に住所を有しない人 

  受給方法 申請月の翌月分から支給対象となり、１月・３月・５月・７月・９

月・１１月に本人口座に振り込みます。 

【問い合わせ先】 子ども支援課 給付係 ０４８（９３０）７７８１ 
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6 障害年金 

 

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事等が制限されるようになった場合に、現

役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」

「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、年金を受け取るには、年金保険料の納付

状況等の条件が設けられています。 

※障害年金の申請は、原則、初診日から１年６ヶ月を経過した日以降 

 に行うことができます。（２０歳前障がいを除く） 

6.1 障害基礎年金（国民年金） 

国民年金の被保険者期間中に、障がいの原因となる病気やけがの初診日があり、下記

に該当する方で、年金制度の障害１級又は２級に該当した場合に受け取ることができ

ます。 

受給要件 

 ①２０歳前に初診日のある方（所得制限あり） 

 ②国民年金加入中に初診日があり、受給要件を満たしている方 

 ③日本国内に住所登録がある６０歳から６５歳未満に初診日があり、受給要件を満 

たしている方 

【問い合わせ先】 国保年金課 年金係 ０４８（９３０）７７０４ 

6.2 障害厚生年金・障害手当金 

厚生年金加入者（厚生年金保険適用事業所に勤める人）が、厚生年金加入中の病気や

けがにより、障がいが残ったとき、その程度に応じて支給されます。１・２級の障が

いの状態よりも軽い障がいの人には、国民年金の障害基礎年金は支給されませんが、

厚生年金独自の３級障害年金又は、障害手当金（一時金）が支給されます。 
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対象 次のすべてに当てはまる障がいのある人に支給されます。 

  ①障がいの原因となった病気・けがの初診日に厚生年金の加入者であったこと 

  ②障がいの認定日（原則、初診日から１年６か月を経過した日）に厚生年金保険 

の障害等級表に該当する障がいの状態であること 

  ③国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること 

障害手当金  厚生年金加入中に初診日のある病気やけがが、初診日から５年以内

に治った（症状が固定した）場合で、軽度の障がいが残ったとき

は、条件により一時金が支給されます。 

【問い合わせ先】  勤務先管轄の年金事務所又は越谷年金事務所 

 

6.3 障害共済年金・障害手当金 

共済年金加入者が病気やけがにより障がいが残ったとき、その程度に応じて支給され

ます。対象となる障がいは障害厚生年金と同様です。 

障害手当金  共済年金加入中に初診日のある病気やけがが、初診日から５年以内

に治った（症状が固定した）場合で、軽度の障がいが残ったとき

は、条件により障害手当金が支給されます。 

【問い合わせ先】  勤務先管轄の共済組合事務所 
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7 特別障害給付金 

 

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられない人へ

の救済措置として、平成１７年４月１日から「特別障害給付金制度」が創設されてい

ます。 

対象者 昭和６１年３月以前に被用者年金制度等に加入（又は受給等）をされてい

た人の配偶者、又は、平成３年３月以前の学生であって、当時、任意加入

していなかった期間内に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現

在、障害基礎年金１級もしくは２級相当の障がいの状態にある人 

【問い合わせ先】 国保年金課 年金係 ０４８（９３０）７７０４ 

 

8 傷病補償年金・障害補償給付（労働者災害補償保険法） 

業務上の災害又は通勤途中の災害によって負傷したり、病気になったりしたとき、次

の制度があります。 

8.1 傷病補償年金  

療養を始めてから１年６か月を過ぎても治らず引き続き療養中の人に支給します。 

8.2 障害補償給付  

疾病が治った（症状が固定した）ときに、身体に一定の障がいが残った場合、年金又

は一時金を支給します。 

※障がいの原因が労働災害の場合は、障害厚生年金と労災補償年金は併給になります

が、労災補償年金の方が一定の減額をされることになります。 

【問い合わせ先】 勤めていた事業所を受け持つ労働基準監督署 
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9 心身障害者扶養共済制度 

 

障がいのある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護

者が死亡、重度障がい者になったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給す

る制度です。 

対象者 ①知的障がいがある人（児童含む） 

     ②身体障害者手帳１～３級を持っている人（児童含む） 

     ③精神又は身体に永続的な障がいのある人で①、②と同程度の障がいと 

認められる人 

加入者 心身障がいのある人（児童含む）を扶養する６５歳未満の保護者で特別な

疾病や障がいのない人 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 

         埼玉県福祉部障害者福祉推進課 ０４８（８３０）３３１５ 
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公共料金の割引・税の減免 

1 公共料金の割引 

1.1 ＪＲ旅客運賃の割引 

障がいのある人（児童含む）と介護者がＪＲ線を利用する場合、運賃が割引になりま

す。 

   ※詳細は各公共交通機関にお問い合わせください。 

対象   身体障害者手帳・療育手帳所持者とその介護者 

利用方法 乗車券購入の際に、販売窓口で手帳を提示します。 

【問い合わせ先】 JR 各駅 

 

1.2 私鉄旅客運賃の割引 

対象・内容・利用方法ともＪＲに準じます。ただし、各私鉄によって割引内容が異な

ります。つくばエクスプレスは、当社線駅相互間の乗車に適用されます。 

【問い合わせ先】 私鉄各駅 

1.3 民営バス運賃の割引 

 障がいのある人（児童含む）と介護者が県内を発着する民営バスを利用する場合、

運賃が割引になります。 

 対象   身体障害者手帳・療育手帳所持者とその介護者 

写真貼付のある精神障害者保健福祉手帳所持者 

 利用方法 バス利用の際、手帳を提示します。 

【問い合わせ先】 各バス会社営業所 
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1.4 航空運賃の割引 

障がいのある人（１２歳以上）や介護者が航空機を利用する場合、国内線の運賃が割

引になります。 

対象   身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者 

割引率  事業者（会社）・利用期間・区間ごとで割引率は異なりますので、詳しく 

は各航空会社にお問い合わせください。 

利用方法 チケット購入の際、手帳を提示します。 

【問い合わせ先】 各航空会社営業所・代理店 

1.5 タクシー料金の割引 

障がいのある人（児童含む）がタクシーを利用する場合、手帳を提示すると料金の割

引があります。 

対象   身体障害者手帳、療育手帳所持者 

割引率  メーター表示の１０％ ただし、割引後の１０円未満の金額は切り捨て。 

【問い合わせ先】 埼玉県乗用自動車協会 ０４８（８６３）６４３１  

1.6 有料道路割引 

あらかじめ手続きすることにより、有料道路の料金が半額になります。 

対象 

区 分 割引対象要件 

身体障害者手帳 

１種 

手帳所持者本人が運転 

手帳所持者本人以外が運転し、所持者本人が同乗する場合 

２種 手帳所持者本人が運転の場合のみ 

療 育 手 帳 １種 手帳所持者本人以外が運転し、所持者本人が同乗する場合 
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対象自動車 本人又は家族所有（１種で本人又は家族が所有していないときには日常

的に介護している方も可です）の乗用自動車・自動二輪車 

※乗車定員１０人以下のもので営業用自動車を除く 

手続き 障がい福祉課で登録をします。（以下を参考にご用意下さい。） 

区 分 必要なもの 

ＥＴＣを利用しない場合 1.身体障害者手帳又は療育手帳 

2.登録を希望する自動車の自動車検査証（車検証） 

※自動車登録なしでも申請可 

3.運転免許証（手帳所持者本人が運転する場合） 

ＥＴＣを利用する場合 1.身体障害者手帳又は療育手帳 

2.登録を希望する自動車の自動車検査証（車検証） 

3.運転免許証（手帳所持者本人が運転する場合） 

4.ＥＴＣカード 

手帳所持者本人名義のもの１枚に限る。 

但し、身体障害者手帳又は療育手帳の１種の人で 

１８歳未満の場合のみ保護者名義のカード可 

5.登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の

「ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書」 

有効期限 申請日より起算して新規・変更は２回目・更新は３回目の誕生日まで。 

※更新手続は有効期限の２か月前から誕生日前日まで受け付け可能です。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.7 ＮＨＫ放送受信料の減免 

障がいのある人のいる世帯に対して、放送受信料が減免される場合があります。 

全額免除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者のいずれか

がいる世帯で、世帯員の全員が市民税を課税されていない場合 

半額免除 ①契約者が世帯主で身体障害者手帳を所持している視覚障がい又は聴覚

障がいである場合 

②契約者が世帯主で１級、２級の身体障害者手帳所持者である場合 

③契約者が世帯主で重度（Ⓐ・Ａ）の療育手帳所持者である場合 

④契約者が世帯主で１級の精神障害者保健福祉手帳所持者である場合 
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手続き 障がい福祉課で証明書を発行します。 

＊契約者の変更、住所変更、手帳の等級変更等がありましたら、その都度手続きが必

要です。減免事由が解消されたにもかかわらず手続きをしない場合、遡って受信料を

請求される場合があります。 

【問い合わせ先】 ＮＨＫさいたま放送局（経営管理企画センター） 

埼玉県さいたま市浦和区常盤６－１－２１ 

０４８（８３３）２０４５ 

障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.8 郵便料金の減免 

障がいのある人用の郵便物の一部には料金が割引されるものがあります。 

※割引の内容については郵便局にお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 三郷郵便局 ０４８（９５３）１５７２ 

1.9 官製はがきの無償配布（青い鳥はがき） 

手帳所持者の一部に年１回（４～５月の間）はがき２０枚が配布されます。三郷郵便

局又は市内最寄りの郵便局に申し込んでください。 

対象 身体障害者手帳１・２級 療育手帳Ⓐ・Ａ 

【問い合わせ先】 三郷郵便局 ０４８（９５３）１５７２ 

1.10 携帯電話料金の割引 

障害者手帳所持者が携帯電話を利用する際の基本使用料や通話料等が割引になりま

す。 

※各社それぞれの取り決めがありますので販売店等にお問い合わせください。 
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1.11 ＮＴＴ番号案内の無料利用（ふれあい案内） 

１０４番を利用する際にあらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出ることによ

り、その番号案内が無料となります。 

対象者 

区 分 内 容 程 度 

身体障害者手帳 視覚 １～６級 

肢体不自由（上肢・体幹・乳幼児以前の

非進行性の脳病変による運動機能障害） 

１～２級 

聴覚 ２～５級 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能 ３、４級 

戦傷病者手帳 視覚 特別項症～第６項症 

肢体不自由（上肢） 特別項症～第２項症 

聴覚 第 2 項症、第 4 項症 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能 第 1 項症、第 2 項

症、第 4 項症 

療育手帳 Ⓐ、Ａ、Ｂ、Ｃ 

精神障害者保健福祉手帳 １～３級 

【問い合わせ先】 ＮＴＴ東日本ふれあい案内 ０１２０－１０４１７４ 

1.12 公共施設使用料の減免 

障がいのある人を構成員とする団体が、あらかじめ市に登録することにより、市内の

公共施設使用料が減免されます（施設によっては個人使用でも減免となります） 

手続き 障がい福祉課で団体の登録申請を行い、登録者証の交付を受けてください。 

使用方法 使用する際に登録者証を提示し、減免を受けてください。 

※施設によって減免の内容が異なるので、詳細はお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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2 税の減免 

2.1 所得税・市県民税の障害者控除等 

本人又は扶養親族に障がいがある場合は、障害者控除が受けられます。 

※詳しくは各担当部署・機関にご確認ください。 

【問い合わせ先】  所得税 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７ 

０４８（９６５）８１１１ 

市民税 市民税課  ０４８（９３０）７７０６ 

 

2.2 所得税・市県民税の同居扶養控除 

扶養義務者が重度の障がいのある人と同居している場合には、障がいの程度に応じて

配偶者控除及び扶養控除が加算される場合があります。 

【問い合わせ先】 所得税 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７  

０４８（９６５）８１１１ 

市民税 市民税課 ０４８（９３０）７７０６ 

2.3 ストマ用装具の医療費控除 

消化管ストマ又は尿路ストマを持つ人の使用するストマ用装具について、その人の治

療を行っている医師が「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除

の対象となります。 

【問い合わせ先】 所得税 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７ 

０４８（９６５）８１１１ 

市民税 市民税課  ０４８（９３０）７７０６ 
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2.4 おむつ代の医療費控除 

疾病等によりおおむね６か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている

人のおむつ代について、その人の治療を行っている医師が「おむつ使用証明書」を発

行した場合には医療費控除の対象となります。なお、一定の条件のもと、おむつ使用

証明書に代わる書面での手続きもできますので、詳しくはお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 所得税 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７ 

０４８（９６５）８１１１ 

市民税 市民税課 ０４８（９３０）７７０６ 

 

2.5 相続税の税額控除・贈与税の非課税・個人事業の非課税 

詳しくは税務署にお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７ 

０４８（９６５）８１１１ 
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2.6 自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割）

の減免 

障がいのある人又は同一の生計にある人が納税義務者及び運転者の場合、障がいのあ

る人の通院、通学、生業のためにもっぱら使用する埼玉県内ナンバーの自家用車（原

付を含む）については、障がいのある人１人につき１台のみ、自動車税又は軽自動車

税の減免制度の対象となる場合があります。 

減免の対象となる障がいの区分及び級 

手帳の種類及び障がいの区分 障がいの程度 

身

体

障

害

者

手

帳 

視覚 1 級から 3 級又は 4 級の 1（4 級のうち

視力の良い方の眼の視力が 0.08～0.1） 

聴覚 ２級、３級 

平衡機能 ３級 

音声又は言語機能 ３級（こう頭が摘出された場合に限る） 

上肢 ※主に手や腕 １級、２級 

下肢 ※主に足 １級から６級まで 

体幹 １級から３級及び５級 

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼう

こう又は直腸 

１級、３級 

乳幼児期以前の非進行性脳

病変による運動機能 

上肢 １級、２級 

移動 １級から６級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機

能又は肝臓 

１級から３級まで 

療育手帳 ○Ａ及び A 

精神障害者保健福祉手帳 １級かつ障害者総合支援法に規定する精

神通院医療を受けている方 

戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます 

※普通自動車の自動車税の減免で、手帳所持者が施設に入所している場合は、身体障

害者手帳１級から２級（戦傷病者手帳で準じる場合を含む）の方、療育手帳Ⓐ及びＡ

の方、もしくは精神障害者保健福祉手帳１級で施設以外の病院等で精神通院医療を受

けている方に限り対象となります。 

※障害名が「半身不随」であったり、「左上肢機能障害、左下肢機能障害」等、複数

の障がいがある場合は、障がいの区分ごとの級（上肢２級 下肢３級など）を確認し

ます。 
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障がいのある人と納税義務者等の関係 

    運転者 

納税義務者 

障がいのある人本人 障がいのある人と 

同一生計の方 

障がいのある人を

常時介護する方 

障がいのある人

本人 
〇 〇 △ 

障がいのある人

と同一生計の方 
〇 〇 × 

障がいのある人

を常時介護する

方 

× × × 

〇 減免できます  ×減免できません  

△ 障がいのある人の世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合は、常時介護者が

運転することにより減免できます。 

※自動車税、軽自動車税の減免を受けてから１年以内に新たに取得した自動車につい

ては、原則として自動車税、軽自動車税の減免は適用されません。 

※他の都道府県ナンバー、法人名義、事業用及びリース車は減免対象外となります。 

※軽自動車税の減免は主たる定置場の市区町村で申請できます。 

※減免に該当しなくなった場合は「減免に該当しなくなった旨の届出書」を自動車税

事務所又は最寄りの県税事務所に提出する必要があります。 

（軽自動車税については届出書の提出は不要ですが、該当しなくなった旨を市役所ま

でご連絡下さい） 

【受付窓口・問い合わせ先】 

自動車税 埼玉県自動車税事務所 春日部支所 春日部市増戸７５２－５  

０４８（７６３）４１１１ 

越谷県税事務所  越谷市越ヶ谷４－２－８２  

０４８（９６２）２１９１ 

軽自動車税  三郷市役所 市民税課 諸税係 ０４８（９３０）７７０７ 
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日常生活の援助  

1 障がいのある人の日常生活に対するサービス 

1.1 地域活動支援センター 

通所により創作活動、機能訓練、生産活動などの各種サービスを提供します。 

・地域で共に生きるナノ（Ⅱ型） 

 三郷市戸ヶ崎２－３７４－１・・・・・０４８（９５１）１８１７ 

・憩いの場オアシス（Ⅲ型） 

三郷市早稲田１－１１－１０ １Ｆ・・０４８（９５８）６６７４ 

・スペース游（Ⅲ型） 

 三郷市鷹野４－２３４－３・・・・・・０４８（９４５）０２２２ 

対象者 

身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者、知的障が

い者更生相談所又は児童相談所において知的障がいと判定された人、医師により精神

疾患があると診断され、治療を受けている人 

利用料 

Ⅲ型…無料 

Ⅱ型…生活保護世帯、市民税非課税のかた（配偶者がいる場合は配偶者も市民税非課

税のかた）は無料。市民税を課税されているかたは利用料の１割を自己負担。 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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1.2 移動支援 

屋外での移動に困難がある障がい児者の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等

の社会参加のための外出の際の移動を支援します（通勤・通学等は除きます）。 

対象者 療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者・身体障害者手帳所持者で 

屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障がい児者、全身性障がい児者・

難病患者・その他市長が認めた者 

内容  月５０時間以内でヘルパーと一緒に外出します。（所得に応じて、利用料の

一割を自己負担有り） 

※障害福祉サービスの行動援護、同行援護と併用を希望する場合は、事前に相談して

ください。 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.3 訪問入浴サービス 

家庭において自力又は家族の介助のみでは入浴が困難な身体障害者手帳所持者に対し

て、市が委託した事業者を派遣します。 

対象者 身体障害者手帳所持者 

内容  月３回を限度に特別な浴槽を室内に入れ入浴 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.4 配食サービス 

65 歳未満の単身者又はこれに準ずる状態の世帯員であって、障害により日常的に食事

の確保が困難である方に対して食事の配達を行います。 

対象者 身体障害者手帳所持者 
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内容  利用者 1 人につき 1 日 1 回、昼食又は夕食のいずれか一方について週 5 回を

限度として行います（一部費用負担有り）。 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.5 訪問理美容サービス 

理容院または美容院に出向くことが困難な障がい者等に対して、訪問で理美容サービ

スを行います。 

対象者 身体障害者手帳下肢１級または２級に該当する方 

内容  理美容券を年２回分配布します。指定の理美容店に訪問してもらい、調髪、 

洗髪を行ってもらいます。 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

1.6 居宅介護（障害者総合支援法 障害福祉サービス） 

日常生活に支障がある障がいのある人等の家庭にホームヘルパーが訪問し、家事、介

護、育児支援等のサービス提供を行います。 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

※認定調査を受け、障害支援区分の取得が必要です。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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1.7 短期入所（障害者総合支援法 障害福祉サービス） 

保護者又は家族が疾病・事故等の理由により、一時的に障がいのある人を介護できな

くなった場合に、施設等で支援を行います。 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

※認定調査を受け、障害支援区分の取得が必要です。 

※食費・光熱費は実費(各施設により異なります) 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

1.8 在宅心身障害児者一時介護委託料助成事業 

在宅の障がいのある人を介護している保護者等が、疾病・冠婚葬祭・介護疲れ等によ

り、在宅での介護が一時的に困難となり、有償で介護を委託した場合に、支払った委

託料の一部を助成します。 

対象  身体障害者手帳・療育手帳所持者の保護者・介護者 

限度額 心身障害児者１人につき年額５０，０００円まで 

単価  委託時間 ４時間未満２，５００円 ４時間以上５，０００円 

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。 

※介護証明書が必要です。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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1.9 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと） 

生活に不安のある高齢の方や精神や知的に障がいのある方が安心して生活が送れるよ

うに、定期的に訪問し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、郵便物の整理

をお手伝いします。 

対象   知的障がい・精神障がいのある人 

利用料金 有料（生活保護世帯は無料） 

【問い合わせ先】 三郷市社会福祉協議会 ０４８（９５３）４１９１ 

 

1.10 成年後見制度 

判断能力が不十分な精神障がい・知的障がいのある人に代わり、財産管理や契約等の

法律行為を行う代理人を選任する制度です。 

援助者（後見人等の他に監督人

を選任することがあります） 

本人の判断能力 

成年後見人 全くない 

保佐人 特に不十分 

補助人 不十分 

任意後見人 本人の判断能力が不十分になったときに、本人が

あらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任

意後見人が本人を援助します。 

【問い合わせ先】 さいたま地方家庭裁判所 越谷支部 越谷市東越谷９－３４－２ 

０４８（９６４）２８１１ 

1.11 緊急通報システム 

緊急連絡用の機器を貸与し、三郷市消防本部の協力により安全の確保を図ります。 

対象 外出が困難な在宅の単身者又はそれに準ずる人で、かつ身体障害者手帳１～３ 

級所持者 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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1.12 １１９番ファックス 

通話が困難な方にファックスを利用した 119 番通報ができるシステムがあります。 

事前の登録が必要になりますので、ご利用希望の方は障がい福祉課までお問い合わせ

ください。 

【問い合わせ先】 三郷市消防本部 ０４８（９５２）１２１１  

ＦＡＸ ０４８（９５２）５５６８ 

障がい福祉課  ０４８（９３０）７７７８  

ＦＡＸ ０４８（９５３）７７８５ 

1.13 緊急通報システムネット１１９（ＮＥＴ１１９） 

聴覚や言語に障がいのある方が、あらかじめ登録をすることにより、スマートフォ

ン・携帯電話からの緊急通報が簡単な操作で素早く行うことができ文字対話方式（チ

ャット）によりやりとりも行えます。ＧＰＳ機能を持っている機種であれば、現在位

置を表示できます。 

※登録は障がい福祉課で行います。 

【問い合わせ先】 三郷市消防本部 ０４８（９５２）１２１１  

ＦＡＸ ０４８（９５２）５５６８ 

障がい福祉課  ０４８（９３０）７７７８  

ＦＡＸ ０４８（９５３）７７８５ 

1.14 メール・ＦＡＸ１１０番システム（埼玉県警察） 

埼玉県警察では、警察への緊急通報に利用できる「メール１１０番」「ＦＡＸ１１０

番」を聴覚、言語に障がいがあり通報が困難な人専用として開設しています。「メー

ル１１０番」は専用ホームページに接続し、文字対話方式（チャット）により通報す

るシステムです。詳しくは埼玉県警察のホームページをご確認ください。 

連絡先 メール１１０番 通報用アドレス http：//saitama110.jp/ 

    ＦＡＸ１１０番 ＦＡＸ番号 （０１２０）２６４-１１０ 
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1.15 電話リレーサービス 

聴覚や発話に困難のある人と、きこえる人との会話を通訳オペレーターが「手話」ま

たは「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることが

できるサービスです。24 時間・365 日、双方向での利用、緊急通報機関への連絡も可

能です。ご利用は、日本財団電話リレーサービスのホームページから利用登録をして

ください。https://nftrs.or.jp/ 

1.16 救急医療情報キット 

かかりつけ医療機関、持病その他救急医療時に必要な情報を記入し保管する救急医療

情報キットを配布します。キットは自宅の冷蔵庫内に保管することにより、緊急時、

救急隊等が情報を確認することができます。 

対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、難病患者等 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.17 補装具（購入・借受・修理）費の支給 

身体障がいのある人の職業や日常生活能力の向上を図るために下表の補装具の購入・

借受・修理にかかる費用を支給します。 

障がいの種別 補 装 具 

視覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡（色眼鏡を除く） 

聴覚 補聴器（電池交換の費用利用者負担） 

肢体不自由（者・児） 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助

杖（Ｔ字状・棒状の杖を除く）、座位保持装置、重度

障害者意思伝達装置 

肢体不自由（18 歳未満） 座位保持椅子、起立保持具 

対象     身体障がいのある人（者・児）、難病患者等 

対象外の場合 世帯に市町村民税所得割を４６万円以上納めている人がいる場合 

利用者負担額 ①市民税課税世帯の人  補装具の基準額の１割 

②市民税非課税世帯の人及び生活保護世帯の人  無料 
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世帯の範囲  ①１８歳未満の児童については、住民票上同一世帯の世帯員全員 

②１８歳以上については、障がいのある人本人と住民票上同一世帯の 

配偶者 

月額負担上限額 

下表のとおり、収入に応じて１か月あたりの負担上限額があります。 

対象者 月額負担上限額 

市民税課税世帯の人 ３７，２００円 

市民税非課税の人及び生活保護世帯の人 ０円 

手続き 

事前に障がい福祉課に相談・申請の上、県総合リハビリテーションセンターの判定

（児童の場合は自立支援医療機関の意見書他）が必要となります。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

1.18 労災保険による義肢等の支給 

労災保険の受給者には、必要に応じて次のような装具等の支給があります。 

①義肢（修理も可） ②体幹装具 ③義眼 ④眼鏡（コンタクトレンズを含む） 

⑤車いす ⑥電動車いす ⑦補聴器 ⑧人工喉頭 ⑨かつら ⑩収尿器  

⑪浣腸器付排便剤 ⑫褥瘡予防用敷布団 ⑬歩行車 ⑭介助用リフター  

⑮フローテーションパッド（車いす用） ⑯点字器 ⑰上・下肢装具    

⑱視覚障害者安全つえ ⑲歩行補助つえ ⑳ストマ用装具 ㉑ギャッジベッド  

㉒座位保持装置 ㉓重度障害者用意思伝達装置 

対象 労災に基づく障害（補償）年金等を受給している人 

【問い合わせ先】 さいたま労働基準監督署 さいたま市中央区新都心１１-２  

ランド・アクシス・タワー１４階 

労災課 ０４８（６００）４８０２ 
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1.19 日常生活用具の給付 

市内の自宅に居住する障がいのある人、難病患者等、小児慢性特定疾病児に対して以

下の表の対象となる日常生活用具にかかる費用の一部を給付します。 

＊事前相談、事前申請が必要です。 

日常生活用具の給付についての用語は次のとおりとなります。 

身体障がい者（児） 身体障害者手帳を交付された者 

知的障がい者 埼玉県療育手帳制度要綱第２条の規定に基づき療育手帳を

交付された者 

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳を交付された者 

重度 療育手帳Ａ 

最重度 療育手帳○Ａ  

難病患者等 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であっ

て、障害者の日常生活を総合的に支援するための法律施行

令第１条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病による

障がいの程度が障害者の日常生活を総合的に支援するため

の法律第４条第１項及び児童福祉法第４条第２項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める程度である者 

小児慢性特定疾病児 埼玉県小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要

綱に基づく事業の対象となる者 

【問い合わせ先】 障がい福祉係  ０４８（９３０）７７７８ 
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1.19.1 障がいのある人・難病患者等の日常生活用具給付（小児慢性特定疾患児をの

ぞく） 

種
目 

品
目 

性能等 対象者 
耐用年数
（年） 

基準額
（円） 

備考 

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

                   

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

        

特
殊
寝
台 

腕、脚等の訓練がで
きる器具を附帯し、
原則として使用者
の頭部及び脚部の
傾斜角度を個別に
調整できる機能を
有するもの 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上の身
体障がい者 
難病患者等で
寝たきりの状
態にある者 

８ 154,000  

特
殊
マ
ッ
ト 

褥そう又は失禁等
による汚染若しく
は損耗を防止でき
る機能を有するも
の 

下肢又は体幹
機能障がいが
１級の身体障
がい者 
障がいの程度
が重度又は最
重度の知的障
がい者である
３歳以上の障
がい児・者（常
時介護を要す
る者に限る。） 
難病患者等で
寝たきりの状
態にある者 

5 70,000  

特
殊
尿
器 

尿が自動的に吸引
されるもので、障が
い児・者、難病患者
等又は介護者が容
易に使用し得るも
の 

下肢又は体幹
機能障がいが
１級である学
齢以上の身体
障がい児・者
（常時介護を
要する者に限
る。） 
難病患者等で
寝たきりの状
態にある者 

5 67,000  

入
浴
担
架 

障がい児・者を担架
に乗せたままリフ
ト装置により入浴
させるもの 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上であ
って、入浴に家
族等他人の介
助を要する３
歳以上の身体
障がい児・者 

5 82,400  
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体
位
変
換
器 

介助者が障がい児・
者又は難病患者等
の体位を変換させ
るのに容易に使用
し得るもの 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上であ
って、下着交換
等に家族等他
人の介助を要
する学齢以上
の身体障がい
児・者 
難病患者等で
寝たきりの状
態にある者 

5 15,000  

移
動
用
リ
フ
ト 

介護者が障がい児・
者又は難病患者等
を移動させるにあ
たって、容易に使用
し得るもの  ただ
し、天井走行型その
他住宅改修を伴う
ものを除く 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上であ
る３歳以上の
身体障がい児・
者 
難病患者等で
下肢又は体幹
機能に障がい
のある者 

4 159,000  

訓
練
い
す 

原則として付属の
テーブルを付ける
ものとする。 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上であ
る３歳以上の
身体障がい児 

5 33,100  

訓
練
ベ
ッ
ド 

腕又は脚の訓練が
できる器具を備え
たもの 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上であ
る学齢以上の
身体障がい児 
難病患者等で
下肢又は体幹
機能に障がい
のある者 

8 159,200  

自
立
生
活
支
援
用
具 

入
浴
補
助
用
具 

入浴時の移動、座位
の保持、浴槽への入
水等の補助ができ、
障がい者、難病患者
等又は介助者が容
易に使用し得るも
の。ただし、設置に
当たり住宅改修を
伴うものを除く。 

 
下肢又は体幹
機能障がいで
あって、入浴に
介助を必要と
する３歳以上
の身体障がい
児・者 
難病患者等で
入浴に介助を
要する者 
 

8 90,000  
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便
器
（
手
す
り
取
り
付
け
可
） 

障がい者又は難病
患者等が容易に使
用し得るもの。（手
すりを付けること
ができる。）ただし、
取替えに当たり住
宅改修を伴うもの
を除く。 

下肢又は体幹
機能障がいが
２級以上であ
る学齢以上の
身体障がい児・
者 
難病患者等で
常時介護を要
する者 

8 

4,450 

 

手 す り を
便 器 に 着
ける場合 

5,400 

頭
部
保
護
帽 

ヘルメット型で、転
倒の衝撃から頭部
を保護できるもの 

下肢若しくは
体幹機能障が
いの身体障が
い又は障がい
の程度が重度
若しくは最重
度の知的障が
い又は障害等
級が１級の精
神障がいであ
り、てんかんの
発作等により
頻繁に転倒す
る障がい児・者 

3 

主 材 料 が
ス ポ ン ジ
及び皮 

12,768 

基 準 額
は、オー
ダーメイ
ドによる
製品に適
用するも
のとし、
レディメ
イドによ
る製品に
つ い て
は、基準
額 の 80
パーセン
トの範囲
内の額と
する。 

主 材 料 が
スポンジ、
革 及 び プ
ラ ス チ ッ
ク 

30,870 

 

Ｔ
字
状
、
棒
状
の
杖 

歩行時に体を支持
する機能及び強度
を有するもの 

下肢又は体幹
機能障がいの
身体障がい児・
者 

3 

ニ ス 塗 装
さ れ た 木
材のもの 

2,310 

 
夜光材付
とした場
合は 410
円（全面
夜光材付
とした場
合 は
1,200 円）
増しとす
る。価格
は１本当
たりのも
のである
こと。外
装に白色
又は黄色
ラッカー
を使用し
た場合は
260 円増
し と す
る。 
 

軽 金 属 の
もの 

3,150 
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移
動
・
移
乗
支
援
用
具 

おおむね次のよう
な性能を有する手
すり、スロープ等で
あること 
（1）障がい者及び
難病患者等の身体
機能の状態を十分
踏まえたものであ
って、必要な強度と
安定性を有するも
の 
（2）転倒防止、立ち
上がり動作の補助、
移乗動作の捕助、段
差解消等の用具と
する。ただし、設置
に当たり住宅改修
を伴うものを除く。 

平衡機能又は
下肢、体幹機能
障がいであっ
て、家庭内の移
動等において
介助を要する
３歳以上の身
体障がい児・者 
難病患者等で
下肢が不自由
な者 

8 60,000  

特
殊
便
器 

足踏みペダルにて
温水温風を出し得
るもの。ただし、取
替えに当たり住宅
改修を伴うものを
除く。 

上肢機能障が
いが2級以上の
身体障がい児・
者 
障がい程度が
重度又は最重
度の知的障が
いである学齢
以上の障がい
児・者 
難病患者等で
上肢機能に障
がいのある者 

8 151,200  

火
災
警
報
器 

室内の火災を煙又
は熱により感知し、
音又は光を発し屋
外にも警報ブザー
で知らせ得るもの 

 
障がい等級が２
級以上（聴覚障
がい児・者は、す
べての障がい等
級）の身体障が
い児・者、障がい
の程度が重度若
しくは最重度で
ある知的障がい
児・者又は障が
い等級が１級で
ある精神障がい
児・者であって、
火災発生の感知
及び避難が著し
く困難であるも
ののみの世帯及
びこれに準ずる
世帯のもの 

8 15,500  



53 

 

電
磁
調
理
器 

障がい者が容易に
使用し得るもの 

視覚障がいが
２級以上の身
体障がい者又
は障がいの程
度が重度若し
くは最重度の
知的障がい者
のみの世帯及
びこれに準ず
る世帯のもの 

6 41,000  

自
動
消
火
器 

室内温度の異常上
昇又は炎の接触で
自動的に消化液を
噴射し、初期火災を
消火し得るもの 

障がい等級が
２級以上の身
体障がい児・
者、障がいの程
度が重度若し
くは最重度で
ある知的障が
い児・者又は障
がい等級が１
級である精神
障がい児・者で
あって、火災発
生の感知及び
避難が著しく
困難であるも
ののみの世帯
及びこれに準
ずる世帯のも
の 

8 28,700  

歩
行
時
間
延
長
信
号
機
用
小
型
送
信
機 

視覚障がい児・者が
容易に使用し得る
もの 

視覚障がいが 2
級以上であっ
て学齢以上の
身体障がい児・
者 

10 7,000  
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聴
覚
障
害
者
用
屋
内
信
号
装
置 

音、音声等を視覚、
触覚等により知覚
できるもの 

聴覚障がいが
２級の身体障
がい者のみの
世帯及びこれ
に準ずる世帯
で日常生活上
必要と認めら
れる者 

10 87,400  

視
覚
障
害
者
用
誘
導
装
置 

音声により目的物
（位置）等の確認が
可能となるもの 

視覚障がいの
身体障がい児・
者であって音
声による誘導
を必要とする
者 

5 56,000  

携
帯
用
信
号
装
置 

送信機と受信機を
１組とし、送信機に
よる合図（呼出し）
が接触等により知
覚できるもので、携
帯可能なもの 

聴覚障がいの
身体障がい児・
者であって、視
覚・触覚によら
なければ呼出
し等に応じる
ことができな
い者 

6 18,000  

ト
イ
レ
チ
ェ
ア
ー 

椅子様の形状をし、
座位を保ったまま
排便が可能なもの 

頚椎損傷等に
より、通常の便
座上で座位を
保つことので
きない身体障
がい児・者であ
って、必要と認
められるもの 

8 81,000  

車
椅
子
用
段
差
昇
降
機 

地面と屋内床面の
高低差が１メート
ル程度の場合であ
って、車椅子に乗っ
たままの状態で、昇
降が可能なもの 

常時車いすを
利用する身体
障がい児・者で
あって必要と
認められるも
の 

10 260,000  
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発
動
発
電
機
人
工
呼
吸
器

外
部
バ
ッ
テ
リ
ー 

電
気
式
た
ん
吸
引
器
・

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
両
用
器 

 

介助者が容易に使
用し得るもの 

在宅で常時人
工呼吸器を使
用する身体障
がい児・者又は
難病患者（施設
入所者を除く） 

６ 100,000  

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

透
析
液
加
温
器 

透析液を加温し、一
定温度に保つもの 

じん臓機能障
がい３級以上
であって、自己
連続携行式腹
膜 灌 流 法
（CAPD）によ
る透析療法を
行う３歳以上
の身体障がい
児・者 

5 51,500  

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸
入
器
） 

障がい児・者、難病
患者等又は介護者
が容易に使用し得
るもの 

呼吸器機能障
がいが３級以
上又は同程度
の障がいであ
って、必要と認
められる学齢
以上の身体障
がい児・者 
難病患者等で
呼吸器機能に
障がいのある
者 

5 36,000  

電
気
式
た
ん
吸
引
器 

障がい児・者、難病
患者等又は介護者
が容易に使用し得
るもの 

上記に同じ 5 56,400  

 

障がい児・者が容易
に使用し得るもの 

上記に同じ ５ 72,450  
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動
脈
血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器 

(

パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
） 

酸
素
ボ
ン
ベ
運
搬
車 

障がい者が容易に
使用し得るもの 

医療保険にお
ける在宅酸素
療法を行う身
体障がい者 

10 17,000  

 

盲
人
用
体
温
計
（
音
声
式
） 

視覚障がい児・者が
容易に使用し得る
もの 

視覚障がいが
２級以上であ
る学齢以上の
身体障がい児・
者 

5 9,000  

盲
人
用
体
重
計 

上記に同じ 上記に同じ 5 18,000  

盲
人
用
血
圧
計 

上記に同じ 上記に同じ 5 15,000  

 

 

呼吸状態を継続的
にモニタリングす
ることが可能な機
能を有し、難病患者
等が容易に使用し
得る者 

難病患者等で、
人工呼吸器の
装着が必要な
者 

5 157,500  
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情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具 

携
帯
用
会
話
補
助
装
置 

携帯式で、言葉を音
声又は文章に変換
する機能を有し、障
がい児・者が容易に
使用し得るもの 

音声・言語機能
障がい又は肢
体不自由のた
め発声・発語に
著しい障がい
を有する学齢
以上の身体障
がい児・者 

5 98,800  

情
報
・
通
信
支
援
用
具 

障がい者向けのパ
ーソナルコンピュ
ーター周辺機器（イ
ンテリキー、ジョイ
スティック等）及び
ソフト（視覚障がい
者用アプリケーシ
ョンソフト、画面拡
大ソフト等）で対象
者が容易に使用し
得るもの 

文字を書くこ
とが困難で上
肢機能障がい
が２級以上の
身体障がい者 
言語及び上肢
の複合機能障
がいが２級以
上の身体障が
い者 
視覚障がいが
２級以上の身
体障がい者 

5 100,000  

点
字
デ
ィ
ス
プ
レ
イ 

文字等のコンピュ
ータの画面情報を
点字等により示す
ことのできるもの 

視覚障がいが
２級以上であ
る学齢以上の
身体障がい児・
者であって、必
要と認められ
るもの 

6 383,500  

点
字
器 

３２マス１８行、両
面書、真鍮板製のも
の（標準型） 

視覚障がいで
あって学齢以
上の身体障が
い児・者 

7 

10,800 

基 準 額
は、 
点 筆 を
含む。 

３２マス１８行、両
面書、プラスチック
製のもの（標準型） 

6,800 

３２マス４行、片面
書、アルミニウム製
のもの（携帯用） 

５ 

7,500 

３２マス１２行、片
面書プラスチック
製のもの（携帯用） 

1,700 
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視
覚
障
害
者
用
活
字
文
書

読
上
げ
装
置 

点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー 

視覚障がい児・者が
容易に使用し得る
もの。 
 

就労若しくは
就学し、又は就
労が見込まれ
る視覚障がい
が２級以上の
身体障がい児・
者 

5 63,100  

視
覚
障
害
者
用
ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
コ
ー
ダ
ー 

音声等により操作
ボタンが知覚又は
認識でき、かつ、
DAISY 方式による
録音及び当該方式
により記録された
図書の再生が可能
な製品であって、視
覚障がい児・者が容
易に使用し得るも
の 

視覚障がいが
２級以上であ
る学齢以上の
身体障がい児・
者 

6 
録音再生機 

85,000 

 

6 
再生専用機 

35,000 

 文字情報と同一紙
面上に記載された
当該文字情報を暗
号化した情報を読
み取り、音声信号に
変換して出力する
機能を有するもの
で、視覚障がい者が
容易に使用し得る
もの 

上記に同じ 6 99,800  

視
覚
障
害
者
用
拡
大
読
書
器 

画像入力装置を読
みたいもの（印刷物
等）の上に置くこと
で、簡単に拡大され
た画像（文字等）を
モニターに映し出
せるもの 

視覚障がい者
であって、本装
置により文字
等を読むこと
が可能になる
学齢以上の身
体障がい児・者 

8 198,000  
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盲
人
用
時
計 

触
読
時
計 視覚障がい者

が容易に使用
し得るもの 

視覚障がいが
２級以上の身
体障がい者 

10 10,300 

 
音
声
時
計 

10 13,300 

聴
覚
障
害
者
用
通
信
装
置 

一般の電話機に接
続し得るもので、音
声の代わりに文字
等により通信が可
能な機器であって、
障がい児・者が容易
に使用し得るもの 

聴覚障がい又
は音声・発語に
著しい障がい
を有する学齢
以上の身体障
がい児・者であ
って、コミュニ
ケーション、緊
急連絡等の手
段として必要
と認められる
者 

5 71,000  

聴
覚
障
害
者
用
情
報
受
信
装
置 

字幕及び手話通訳
付きの聴覚障害者
用番組並びにテレ
ビ番組に字幕及び
手話通訳の映像を
合成したものを画
面に出力する機能
を有し、かつ、災害
時の聴覚障がい者
向け緊急信号を受
信するもので、聴覚
障がい児・者が容易
に使用し得るもの 

聴覚障がいの
身体障がい児・
者であって、本
装置によりテ
レビの視聴が
可能になるも
の 

6 88,900  

人
工
喉
頭 

   

笛
式 

呼気によりゴ
ム等の膜を振
動させ、ビニー
ル等の管を通
じて音源を口
腔内に導き構
音化するもの 

喉頭摘出又は
これと同程度
の障がいと認
められる３歳
以上の身体障
がい児・者 
 

4 5,150 

基準額は
気管カニ
ューレ付
きとした
場 合 は
3,100 円
増しとす
る 

電
動
式 

 
顎下部等にあ
てた電動板を
駆動させ、経皮
的に導き構音
化するもの 
 

  5 72,203 

基 準 額
は、電池
又は充電
器 を 含
む。 
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埋
込
型
人
工
鼻 

HME カセット及び
アドヒーシブ等で
あって、障がい児・
者が容易に使用し
得るもの 

咽頭摘出又は
これと同程度
の障がいと認
められる３歳
以上の身体障
がい児・者であ
って、常時埋込
型の人工咽頭
を使用してい
るもの 

― 23,760  

文
字
放
送
ラ
ジ
オ 

ＦＭ文字多重放送
の受信が可能なも
の 

聴覚障がい者
であって、文字
による情報を
必要とする身
体障がい児・者 

5 23,000  

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
ラ
ジ
オ 

テレビ音声が受信
可能なラジオで視
覚障がい者が容易
に使用し得るもの 

視覚障がいが 2
級以上の障が
い児・者 

5 29,000  

排
泄
管
理
支
援
用
具 

ス
ト
マ
用
装
具 

消
化
器
系 

低刺激性の粘
着剤を使用し
た密封型又は
下部開放型の
収納袋とする。
ラテックス製
又はプラスチ
ックフィルム
製 

 
直腸機能障が
いによりスト
マ造設した学
齢以上の身体
障がい児・者
（身体障害者
手帳申請中の
者を含む） 
ストマ装具の
一時造設を行
う者 
 

― 8,858 

 
 
基準額は
1 か所当
たりの皮
膚保護材
及び袋を
身体に密
着させる
ものを含
む月額と
する。 
一時造設
を行うも
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尿
路
系 

低刺激性の粘
着剤を使用し
た密封型の収
尿袋で尿処理
用のキャップ
付きとする。ラ
テックス製又
はプラスチッ
クフィルム製 

ぼうこう機能
障がいでスト
マ造設した学
齢以上の身体
障がい児・者
（身体障害者
手帳申請中の
者を含む） 
 
ストマ装具の
一時造設を行
う者 

― 11,639 

のは申請
の日の属
する月か
ら６か月
に限り、
給付を行
うものと
する。 
 

お
む
つ 

紙おむつ、洗腸
用具、サラシ、
ガーゼ等衛生
用品、難病患者
等の状態にあ
った適切な種
類のもので、難
病患者等及び
介助者が容易
に利用できる
もの 

ストマの変形
等によりスト
マ用装具の装
着が困難であ
る身体障がい
児・者 

― 12,000 
基 準 額
は、月額
とする。 

脊髄損傷等に
より高度の排
便、排尿機能障
がいのある身
体障がい児・者 
脳性麻痺等脳
原性運動機能
障がいのため
排便、排尿の意
思表示が困難
であると認め
られる３歳以
上の身体障が
い児・者 

難病患者等で
常時失禁があ
り介助を要す
る者 

 

収
尿
器 

男
性
用
普
通
型 

採尿器と収尿
袋で構成し、尿
の逆流防止装
置をつけるも
のとする。ラテ
ックス製又は
ゴム製 

 
 
脊髄損傷等に
よる高度の排
尿機能障がい
（特に失禁が
ある場合）のた

1 7,931  



62 

 

男
性
用
簡
易
型 

 
採尿器と収尿
袋で構成し、尿
の逆流防止装
置をつけるも
のとする。ラテ
ックス製又は
ゴム製 
 

め収尿器を必
要とする３歳
以上の身体障
がい児・者 

5,871 

女
性
用
普
通
型 

耐久性ゴム製
採尿袋を有す
るもの 

8,755 

女
性
用
簡
易
型 

ポリエチレン
製の採尿袋導
入ゴム管付き 

6,077 

基準額は
収尿袋２
０枚を１
組の額と
する。 

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具
貸
与 

福
祉
電
話 

障がい者が容
易に使用し得
るもの 

難聴者又は外
出困難な身体
障がい者（原則
として２級以
上）であって、
コミュニケー
ション、緊急連
絡等の手段と
して必要性が
あると認めら
れる者及びフ
ァックス被貸
与者（障がい者
のみの世帯及
びこれに準ず
る世帯） 

― ―  
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フ
ァ
ッ
ク
ス 

障がい者が容
易に使用し得
るもの 

聴覚又は音声・
言語機能障が
いが３級以上
であって、コミ
ュニケーショ
ン、緊急連絡等
の手段として、
必要性がある
と認められる
者（電話、難聴
者用電話を含
む。）によるコ
ミュニケーシ
ョン等が困難
な障がい者の
みの世帯及び
これに準ずる
世帯 

― ―  

住
宅
改
修
費 

居
宅
生
活
動
作
補
助
用
具 

障がい者等の
移動等を円滑
にする用具の
購入や設置を
行い、現に居住
している住宅
を生活しやく
すく改修する 

市内に居住し、
下肢、体幹機能
障がいまたは
乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障が
い（移動機能障
がいに限る）を
有する者であ
って、障がい等
級が3級以上で
ある学齢以上
の障がい者及
び障がい児又
は、これと同程
度の障がいで
ある難病患者
等。 

１ 人 に
つ き １
回のみ 

200,000 

介 護 保
険 制 度
の 
利用を 
優 先 す
る。 
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1.19.2 小児慢性特定疾病児の日常生活用具 

種目 対象者 性能等 

便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児が容易に使

用し得るもの 

特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚

染又は消耗を防止できる機能を

有するもの 

特殊便器 上肢機能に障がいのある者 足踏ペダルにて温水温風を出し

得るもの。ただし、取替えに当

たり住宅改修を伴うものを除く 

特殊寝台 寝たきりの状態にある者 

腕、脚等の訓練のできる器具を

付帯し、原則として使用者の頭

部及び脚部の傾斜角度を個別に

調整できる機能を有するもの。 

移動支援用具 下肢が不自由な者 

おおむね次のような性能を有する手す

り、スロープ、歩行器等であること 

ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の

状態を十分踏まえたものであって、必

要な強度と安定性を有するもの 

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補

助、移乗動作の補助、段差解消等の用

具となるもの 

入浴補助用具 入浴の介助を要する者 

入浴時の移動、座位の保持、浴

槽への入水等を補助でき、小児

慢性特定疾病児又は介助者が容

易に使用できるもの 

特殊尿器 自力で排尿できない者 

尿が自動的に吸引されるもの

で、小児慢性特定疾病児又は介

助者が容易に使用できるもの 

体位変換器 寝たきりの状態にある者 

介助者が小児慢性特定疾病児の

体位を変換させるのに容易に使

用できるもの 

車いす 下肢が不自由な者 

小児慢性特定疾病児の身体機能

を十分踏まえたものであって、

必要な強度と安定性を有するも

の 

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 

電気式たん吸引

器 
呼吸器機能に障がいのある者 

小児慢性特定疾病児又は介助者

が容易に使用し得るもの 

クールベスト 体温調節が著しく難しい者 
疾病の症状に合わせて体温調節

のできるもの 
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紫外線カットク

リーム 

紫外線に対する防御機能が著

しくかけて、がんや神経障が

いを起こすことがある者 

紫外線をカットできるもの 

ネブライザー

（吸入器） 
呼吸器機能に障がいのある者 

小児慢性特定疾病児又は介助者

が容易に使用し得るもの 

パルスオキシメ

ーター 
人工呼吸器の装着が必要な者 

呼吸状態を継続的にモニタリン

グすることが可能な機能を有

し、介助者等が容易に使用し得

るもの 

ストーマ装具

（畜便袋） 
人工肛門を造設した者 

小児慢性特定疾病児又は介助者

が容易に使用し得るもの 

ストーマ装具

（畜尿袋） 
人工膀胱を造設した者 

小児慢性特定疾病児又は介助者

が容易に使用し得るもの 

紙おむつ(尿取

りパット含む） 

常時失禁があり介助を要する

者 

小児慢性特定疾病児にあった適

切な種類のもので小児慢性特定

疾病児及び介護者が容易に使用

できるもの 

 

1.20 難聴児補聴器購入費の助成 

身体障害者手帳に該当しない１８歳未満の（満１８歳に達する日以降の最初の３月 31

日までの間にある）難聴児が装用する補聴器購入費、修理費用の一部を助成していま

す。あらかじめ障がい福祉課に相談の上、手続きを行ってください。 

対象児童 次のすべてに該当する児童する場合に対象となります。 

①市内に住所を有する１８歳未満の者であること。 

②身体障害者手帳の交付対象とならないこと。 

③補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判 

断すること。 

助成金額 補聴器の種類に応じた基準価格の範囲内で購入費用の２/３です。 

※補聴器の種類、基準価格等は障がい福祉課に確認してください。 

※所得制限があります。 
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1.21 福祉機器等の展示 

福祉機器の展示、紹介、情報提供等を行っています。又、日常生活における自助具等

の展示も実施しています。 

場所   介護すまいる館 

さいたま市浦和区針ヶ谷４-２-６５ 彩の国すこやかプラザ内 

０４８（８２２）１１９５ 

会場時間 火～日曜日（月曜日と毎月の第１日曜日は休館） 

 

1.22 重度障害者居宅改善整備費の支給 

重度の身体障がいのある人の居宅の玄関、トイレ、浴室、廊下、階段等を生活しやす

いよう改造する場合、1 回限りその費用を補助します。 

※介護保険の認定対象者は介護保険の住宅改修が優先となり、補助対象外です。 

対象  下肢又は体幹機能障がいで１～２級の人 

補助額 生活保護等世帯以外は対象経費の２/３の額で、限度額２４万円。 

    生活保護世帯は限度額３６万円。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８  

 

1.23 県営住宅入居申し込み 

障がいのある人の世帯の募集枠があります。また、障がいの程度に応じて、抽選の当

選率が優遇される場合があります。 

【問い合わせ先】 埼玉県住宅供給公社 県営住宅課  

さいたま市浦和区仲町３-１２-１０ ０４８（８２９）２８７５ 
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1.24 ＵＲ賃貸住宅入居申し込みの優遇 

ＵＲ賃貸住宅の入居申し込みの抽選の際、当選率の面で優遇される場合があります。 

【問い合わせ先】 都市再生機構（ＵＲ） 賃貸住宅募集案内総合窓口 

受付時間 午前９時３０分～午後 6 時 ０１２０（４１１）３６３ 

1.25 福祉タクシー利用料金助成 

在宅の重度障がいのある人の社会参加の促進や、日常生活援助のためにタクシー利用

券を交付します。 

（福祉タクシー利用料助成と自動車燃料費助成のどちらかひとつを選択） 

対象  ①身体障害者手帳１又は２級 

②下肢又は体幹機能障がい３級 

③療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ 

④精神障害者保健福祉手帳１級 

内容  協定を結んだ埼玉県内のタクシー会社を利用する場合、初乗運賃相当額を 

   補助する券を年間３４枚交付します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 

 

1.26  自動車燃料費助成 

在宅の重度障がいのある人の社会参加の促進や、日常生活援助のために自動車燃料券

を交付します。（福祉タクシー利用料助成と自動車燃料費助成のどちらかひとつを選

択） 

対象 ①身体障害者手帳１又は２級 

② 下肢又は体幹機能障がい３級 

③ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ 

④ 精神障害者保健福祉手帳１級 
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内容 市内の指定されたガソリンスタンドを利用する場合、７３０円を補助する券を

年間２４枚交付します。 

【問い合わせ先】 障がい福祉課 給付係 ０４８（９３０）７７７９ 

 

1.27 身体障害者補助犬の給付 

公共の施設や交通機関等に同伴して利用できる身体障害者補助犬を給付します。な

お、補助犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大、社会復帰、自立に役立て

ることのできる方に給付されますが、給付にあたり、訓練施設で４週間の合宿訓練が

必要となります。 

※１８歳以上であり、補助犬の飼育管理が可能である等の要件があります。 

対象 盲導犬 視覚障がい１級の人 

聴導犬 聴覚障がい２級の人 

介助犬 肢体不自由１～２級の人 

【問い合わせ先】 埼玉県障害者福祉推進課  電話  ０４８（８３０）３３０９  

ＦＡＸ ０４８（８３０）４７８９ 

1.28  運転適性相談 

運転免許の取得・更新等を希望している人で、心身に障がいがあり、免許取得に不安

を感じている人の事前相談、検査・指導等を実施しています。 

※利用については事前にお問い合わせください。 

相談日 月～金曜日（祝・休日を除く）１０時～１１時３０分・１４時～１６時 

毎月第３日曜日は９時～１６時 

費用  無料 但し、免許用写真２枚と障害者手帳所持者は手帳を持参 

【問い合わせ先】 埼玉県警察本部運転免許センター１階 適性相談室 

鴻巣市大字鴻巣４０５－４  ０４８（５４３）２００１ 
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1.29  運転免許取得費用の補助 

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳所持者が普通自動車第一種免許

を取得する場合に、取得費用の一部を補助します。 

補助額 取得費用の２/３の額 但し、補助限度額１２万円 

＊事前相談、事前申請が必要です。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

1.30 自動車改造費の補助 

市内在住の運転免許を所持している障がいのある人が、社会復帰の促進等のために自

動車の改造を行う場合に、改造費用の一部を補助できる場合があります。 

対象 以下の要件すべてに該当する人 

①市内に住民票がある人 

②身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

③改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額を

いう。)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人 

④当該改造した自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると認められ

る人 

補助額 １０万円を限度とする。 

＊事前相談、事前申請が必要です。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 
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1.31 埼玉県思いやり駐車場制度（パーキング・パーミット制度） 

障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方のための「車椅子使

用者用駐車区画」「優先駐車用区画」について、対象者に利用証を交付することで、

区画の適正利用を推進する制度です。※令和 5 年 11 月 1 日開始 

対 象 障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などを

お持ちの方のうち、交付基準を満たす方 

※交付基準は次ページに記載 

手続き 埼玉県ホームページから電子申請、又は郵送申請 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/parking_permit.html 

埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当 ０４８（８３０）３２２３ 

    三郷市の担当窓口 

ふくし総合支援課 地域福祉係    ０４８（９３０）７７７５ 

障がい者・難病患者 障がい福祉係  ０４８（９３０）７７７８ 

高齢者等  長寿いきがい係     ０４８（９３０）７７９２ 

妊産婦   子育て支援ステーション ０４８（９３０）７８２７ 
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1.32 駐車禁止の適用除外 

通院、通学、買い物等で障がいのある人が運転又は、同乗した際、あらかじめ警察署

から許可証を取得し、それを提示すれば駐車禁止区域内（法定禁止区域内を除く）で

も、他の交通の妨げにならなければ駐車が可能となります。 

対象 以下の身体障害者手帳又は戦傷病者手帳所持者で歩行困難な人 

 

障がいの区分 障がいの等級（区分等級） 

視覚障がい １～３級、４級の１ 

聴覚障がい ２～３級 

平衡機能障がい ３級 

上肢 １級、２級の１及び２級の２ 

下肢 １～４級 

体幹 １～３級 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変

による運動機能障がい 

上肢機能 
１～２級(上肢のみに運動機能障がいがあ

る場合を除く) 

移動機能 １～４級 

心臓機能障がい 

１級及び３級 

じん臓機能障がい 

呼吸器機能障がい 

ぼうこう又は直腸の機能障がい 

小腸機能障がい 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

障がい 

１～３級 

肝臓機能障がい １～３級 

療育手帳 Ⓐ 、Ａの方、精神障害者保健福祉手帳１級の方も該当する可能性があり

ます。 

窓口 吉川警察署 ０４８（９５８）０１１０  三郷市上彦名１４４－３ 

※警察署で許可証を発行するものですので、事前に必ず電話で確認をしてください。 
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1.33 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

聴覚に障がいのある方とない方のコミュニケーションを円滑にし、家庭生活や社会生

活において社会参加を推進するために手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

 

1.33.1 手話通訳者派遣 

対 象 者 手話で生活する聴覚障がい者、または聴覚障がい当事者とのコミュニケー

ションが必要な方 

派遣時間 原則午前８時～午後９時 土・日・祝日も派遣可（緊急の場合は要相談） 

内 容 【病院】診察、検査、健康診断 他 

【教育】授業参観、面談、ＰＴＡ会議 他 

【仕事】面接、相談、職場の話し合い 他 

【その他】運転免許更新、自治会集会 他 

費 用 個人負担はありません 

申 込 先 障がい福祉係 ＦＡＸ ０４８（９５３）７７８５ 

メール comi-shien@city.misato.lg.jp 

電話  ０４８（９３０）７７７８ 

※基本的に通訳が必要な日の３日前（土・日・祝日を除く）※緊急の場合は要相談 

受付時間 市役所開庁時間（月～金 午前８時３０分～午後５時１５分） 

FAX、メールは２４時間受付可能。返事は市役所開庁時間内に行います。 

1.33.2 要約筆記者派遣 

対 象 者 要約筆記を必要とする方 

派遣時間 午前８時～午後９時 休日の派遣可 

内 容 手話通訳と同じ 

費 用 個人負担はありません 

申 込 先 埼玉聴覚障害者情報センター ＦＡＸ ０４８（８１４）３３５４ 

電話  ０４８（８１４）３３５３ 

受付時間 月～土曜の午前９時～１２時、午後１時～午後５時 

（１２時～午後１時不可） 
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1.34 災害時支援バンダナ 

災害時に支援を必要とする障がいのあるかたが、自分に障がいのあることを周囲に伝

え、支援を受けやすくするために、障がい者災害時支援バンダナを配布しています。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係  電話  ０４８（９３０）７７７８ 

ＦＡＸ ０４８（９５３）７７８５ 

1.35 ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、

外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせることができるマークです（JIS 規格）。 

配布場所 障がい福祉課   

【問い合わせ先】 障がい福祉係  電話  ０４８（９３０）７７７８ 

ＦＡＸ ０４８（９５３）７７８５ 

 

1.36 声の広報 

視覚に障がいのあるかた、病気や高齢のために広報みさとを読むことが困難なかた

に、「声の広報」をホームページで配信しています。録音 CD の貸し出しも行ってい

ますので、ご希望のかたは北部図書館（電話：048-958-8900）へお問い合わせくださ

い。 

【問い合わせ先】 広報広聴課 広報シティセールス係 ０４８（９３０）７７６２ 
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2 各種資金の貸付 

2.1 生活福祉資金の貸付 

次のような世帯の生活向上に役立てるため、国と県が資金を出し合って、民生委員の

相談援助のもとに各種資金の貸付けを行うものです。但し、貸付けには審査があり、

ご希望に添えない場合があります。 

対象世帯 他からの借り入れが困難な低所得世帯・障がいのある人の世帯・ 

高齢者世帯 

貸付条件 要確認 

【問い合わせ先】 三郷市社会福祉協議会 ０４８（９５３）４１９１ 

2.2 福祉資金の貸付 

福祉資金の貸付は、一時的に生活が困難になった世帯へ、三郷市社会福祉協議会の資

金の中で、貸付を行うものです。但し、貸付には審査があり、ご希望に沿えない場合

もあります。 

※現在や今後の収入状況の確認が必要となります。無職無収入の世帯への貸付はでき

ません。 

貸付限度額 ５万円以内で食費相当分 

【問い合わせ先】 三郷市社会福祉協議会 ０４８（９５３）４１９１ 
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障害者総合支援法等による   

福祉サービス 

1 障害者総合支援法 

1.1 障害福祉サービスの種類・内容 

障がいのある人が日常生活等を営むことができるように、障害者総合支援法に基づき

「障害福祉サービス」を次のとおり支給します。なお、平成 25 年度より障害福祉サー

ビスの対象となる範囲に難病患者等が加えられました。該当する方々は、必要な手続

きを行った上で、認められた障害福祉サービス等を利用できます。又、介護保険制度

の対象者については、障害福祉サービスと共通の内容となるサービスについては、原

則として介護保険制度が優先となります。介護保険制度にはないサービスの場合は、

障害福祉サービスの利用が可能です。 

※介護保険対象者が介護保険のサービスのみでは対応しきれない場合等で、障害福祉

サービス併用を希望する場合は、必ず事前に障がい福祉課に相談をしてください。 

 

1.1.1 介護給付 

居宅介護 自宅で入浴や排泄、食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家

事、生活や育児等に関する相談及び助言等を行う。（身体介

護／居宅介護／育児支援） 

重度訪問介護 重度障がいのある人に対し、自宅における入浴、排泄、食事

の介護、外出時における移動支援を行う。 

同行援護 視覚障がいのある人の外出時に同行し、移動に必要な情報提

供をするとともに移動に伴う援護、支援を行う。 

行動援護 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外

出時の移動を含めた介護、支援を行う。 

重度障害者等包括支

援 

重度障がいのある人に対し、居宅介護等の複数のサービスを

組み合わせて、包括的に支援を行う。 
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短期入所 自宅で介護する人が疾病等で一時的に介護できない場合、短

期間、施設等での宿泊により、入浴や排泄、食事その他の介

護等を行う。 

療養介護 主として昼間に、病院において行われる機能訓練、療養上の

管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の支

援を行う。 

生活介護 主として昼間に、入浴、排泄及び食事等の介護、創作活動又

は生産活動機会の提供、その他の身体機能、生活能力向上の

ための援助、支援を行う。 

施設入所支援 施設において、主として夜間に入浴、排泄、食事等の介護、

生活等に関する相談、助言その他必要な日常生活上の支援を

行う。 

1.1.2 訓練等給付 

自立訓練 

（機能訓練） 

障がいのある人に対し、施設・自宅において理学療法、作業

療法その他リハビリテーション、生活上の相談助言等の支援

を行う。 

自立訓練 

（生活訓練） 

障がいのある人に対し、施設・自宅において入浴、排泄、食

事等、自立した日常生活のために必要な訓練、生活上の相談

助言等の支援を行う。 

宿泊型自立訓練 障がい者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、

家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関

する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

就労移行支援 一般就労が可能と見込まれる人に対し、生産活動、職場体験

等の他、就労に必要な知識、能力向上のための訓練及び就

職・定着に必要な情報提供、相談支援を行う。 

就労定着支援 就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医

療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる問

題に関する相談、指導、助言等必要な支援を行う。 

就労継続支援Ａ型 一般就労が困難な人について、雇用契約に基づき、生産活動

その他活動の機会の提供、就労に必要な知識、能力向上のた

めの訓練、その他必要な支援を行う。 

就労継続支援Ｂ型 一般就労が困難な人について、生産活動その他活動の機会の

提供、就労に必要な知識、能力向上のための訓練、その他必

要な支援を行う。 

共同生活援助 障がい者につき、主に夜間において、共同生活を営むべき住

居において、相談その他の日常生活上の援助を行う。 

自立生活援助 居宅における自立した日常生活を営む上でお各般の問題につ

き、定期的な巡回、随時通報を受けて行う訪問、相談対応等

により、障がい者の状況を把握し、情報提供、助言、相談、

関係機関との連絡調整等の必要な援助を行う。 
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1.1.3 地域相談支援給付 

地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障がい者または精神科病院

に入院している精神障がい者その他の地域における生活に移

行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確

保その他の地域における生活に移行するための活動に関する

相談その他の必要な支援を行う。 

地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡

体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等

に相談その他必要な支援を行う。 

 

1.1.4 地域生活支援事業 

地域生活支援事業は市が独自の基準により地域の実情に合わせて選択し、様々な事業

を行うもので、相談支援事業、日常生活用具給付事業、更生訓練費支給事業、運転免

許取得費補助事業等が該当しています。 

＊それぞれ、所得による利用制限や一部自己負担が生じる場合があります。また、障が

いの状態等により対象とならない事業もありますので、詳細は事前に確認してくださ

い。 

・事業（例） 

移動支援 生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための

外出の際に移動の介助を行う。 

地域活動 

支援センター 

施設での機能訓練、創作活動、障がいのある人同士の交流等

の機会の提供、地域社会との交流事業等を行う。 

相談支援事業 専門の相談支援員による障がいのある人、その家族、介護者

等からの、日常生活、就労等様々な悩みや不安の相談に応

じ、各種福祉サービスの紹介や利用方法についての情報提供

の他、必要な援助を実施する。 

日常生活用具給付事

業 

市内の自宅に居住する障がいのある人、難病患者等、小児慢

性特定疾病児に対して、容易に使用でき生活を支援するため

の用具等を給付する。 

更生訓練費支給事業 自立訓練、就労移行支援、就労継続 A 型を利用している方

に、訓練のための経費と通所のための経費を支給します。 

運転免許取得費補助

事業 

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳所持者

が普通自動車第一種免許を取得する場合に、取得費用の一部

を補助します。 
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1.2 各種サービスの手続き 

障がい福祉課に相談の上、申請してください。障がいの状況等を聴取し、調査の上支

給決定を行います。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 電話 ０４８（９３０）７７７８ 

 

2 児童福祉法 

2.1 障害児通所支援の種類・内容 

障がいのある児童を対象とした施設・事業については児童福祉法で対応します。１８

歳以上の施設入所については、原則、障害者総合支援法での対応となります。 

実施主体は、障害児通所支援については市町村で、障害児入所支援については都道府

県です。 

2.1.1 障害児通所支援 

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団

生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 

医療型児童発達支

援 

児童発達支援及び治療を行う。 

放課後等デイサー

ビス 

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他必要な支援を行う。 

居宅訪問型児童発

達支援 

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。 

保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支

援その他必要な支援を行う。 
 

2.2 障害児通所支援の手続き 

障がい福祉課に相談の上、申請してください。障がいの状況等を聴取し、調査の上支

給決定を行います。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 電話 （９３０）７７７８ 
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3 利用者負担と負担軽減措置 
 

利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得に

応じた月額負担上限額）となっています。但し、施設を利用する場合にその食費や光

熱水費の一部は別途負担となります。 

3.1 負担上限月額  

以下の表のとおり収入に応じて１か月あたりの負担上限額があります。 

１８歳以上 

所得区分 負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 0 円 

低所得 市町村民税非課税世帯 0 円 

一般１ 市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者

を除きます。 

9,300 円 

一般２ 上記以外 37,200 円 

１８歳未満 

所得区分 負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 0 円 

低所得 市町村民税非課税世帯 0 円 

一般１ 市町村民税課税世帯 

（所得割 28 万円未満） 

通所施設、居宅介護利用の場合 4,600 円 

入所施設利用の場合 9,300 円 

一般２ 上記以外 37,200 円 

 

3.2 世帯の範囲 

障がい児 

（施設入所の１８歳１９歳を含む） 

保護者の属する住民基本台帳での世帯 

１８歳以上の障がいのある人 

（施設入所の１８歳１９歳を除く） 

障がいのある人とその配偶者 
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※世帯での合算額が負担上限額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支

給されます。 

※障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合

は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額

障害福祉サービス等給付費等が支給されます。 

※補装具に係る利用者負担も合算軽減が図られます。 

※65 歳に達する日前 5 年間引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を

受けていた方等は、新高額障害福祉サービス等給付費が受けられる場合があります。 

 

4 相談支援 

4.1 計画相談支援 

サービス利用支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等

利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との

連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行

います。 

継続サービス利用支

援 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリン

グ）を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行いま

す。 

4.2 地域相談支援給付 

地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障がいのある人又は、精神

科病院に入院している精神障がいのある人について、住居の

確保その他の地域における生活に移行するための活動に関す

る相談、その他必要な支援を行います。 

地域定着支援 居宅において、単身等で生活する障がいのある人について、

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊

急の事態等に対して相談、緊急訪問その他必要な支援を行い

ます。 
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4.3 障害児相談支援 

障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用

計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡

調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行いま

す。 

継続障害児支援利用

援助 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリン

グ）を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行いま

す。 

※障がい児の居宅サービスについては、指定特定相談支援事業者がサービス利用支

援・継続サービス利用支援を行います。障がい児の入所サービスについては、児童相

談所が専門的な判断を行うため、障害児相談支援の対象とはなりません。 
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就労の支援等 

1 相談窓口 

1.1 公共職業安定所（ハローワーク） 

障がいのある人担当の窓口があり、職業相談から就職後の定着等を含めたケアまで総

合的に行っています。 

相談日 月曜日～金曜日（祝・休日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分 

【問い合わせ先】 草加公共職業安定所（ハローワーク草加）  

草加市弁天４－１０－７ 

電話０４８（９３１）６１１１  FAX ０４８(９３１)６６１５ 

1.2 三郷市障がい者就労支援センター（障がい福祉課）                

市内在住の障がいのある方（障害者手帳を所持している人または、医師の診断により

障がいが認められる人）の就労及び就労後の定着に関する相談・支援を行っていま

す。 

相談支援については登録制を採用しておりますので、まず電話で初回相談の予約を取

ってください。 

相談日 月曜日～金曜日（祝・休日・年末年始を除く） 

８時３０分～１２時・１３時～１７時１５分 

【問い合わせ先】 障がい者就労支援係 ０４８（９５３）１５２１ 
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1.3 東部障がい者就業・生活支援センター みらい 

身体・知的・精神に障がいのある方、また難病や発達障がい等の医師の診断を受けた

方で就職したい人、就職している人を応援します。埼玉県知事の指定により、労働局

と埼玉県から事業を受託しています。 

相談支援については登録制を採用しておりますので、まず電話で相談の予約を取って

ください。 

受付 月曜日～金曜日（祝・休日・年末年始を除く） 

午前９時～午後４時（開所 午前８時３０分～午後５時） 

【問い合わせ先】 東部障がい者就業・生活支援センター みらい  

草加市栄町 2-1-32  

電話 ０４８（９３５）６６１１  

FAX ０４８（９３５）６６２１ 

 

1.4 発達障害者就労支援センター（ジョブセンター草加） 

発達障がいのある人やそのご家族・関係者の方に対し、就労に関する相談・支援を行

っています。予約による来所相談の他、電話・メールでの相談も行っています。 

埼玉県内に在住及び在勤の方であれば、年齢や診断の有無を問わずどなたでも無料で

相談できます。 

相談日 月曜日～金曜日（祝・休日・年末年始を除く）１０時～１６時 

【問い合わせ先】  

発達障害者就労支援センター ジョブセンター草加（ウェルビー株式会社） 

草加市氷川町 2101-1 シーバイオビル 3 階  電話 ０４８（９２９）７６００ 
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1.5 埼玉障害者職業センター（地域障害者職業センター） 

埼玉障害者職業センターでは、障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク、

障害者就業・生活支援センターとの連携により、就職や職場復帰を目指す障がいのあ

る人や障がい者雇用の検討もしくは既に雇用している事業主の他、障がいのある人の

就労を支援する関係機関に対しても、支援・サービスを提供しています。 

※障がいのある人には 就職に向けての相談、職業能力等の評価、就職前の支援から

就職後の職場適応のための援助、職場復帰の支援等、個々の障がいの状況に応じた継

続的な支援を行っています。 

※事業主の人には 障がいのある人の雇入れや雇用継続、職場復帰等の支援や雇用管

理に関する助言や情報提供、事業主向けの講習等を行っています。 

※関係機関には 関係機関からの要請に応じてニーズ等を把握し、職業リハビリテー

ションに関する支援方法に係る助言・援助、関係機関の職員等向けの実務的研修等を

行っています。 

【問い合わせ先】 埼玉障害者職業センター さいたま市桜区下大久保１３６－１ 

電話  ０４８（８５４）３２２２  

ＦＡＸ ０４８（８５４）３２６０ 
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2 就労のための訓練等 

2.1 就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、就労定着支援 
就労移行支援 一般就労が可能と見込まれる人に対し、生産活動、職場体験

等の他、就労に必要な知識、能力向上のための訓練及び就

職・定着に必要な情報提供、相談支援を行います。 

就労継続支援Ａ型 一般就労が困難な人について、雇用契約に基づき、生産活動

その他活動の機会の提供、就労に必要な知識、能力向上のた

めの訓練、その他必要な支援を行います。 

就労継続支援Ｂ型 一般就労が困難な人について、生産活動その他活動の機会の

提供、就労に必要な知識、能力向上のための訓練、その他必

要な支援を行います。 

自立訓練 

 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身

体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応す

るための支援を行います。 

 

2.2 更生訓練費の支給 

自立訓練（機能）、就労移行支援、就労継続 A 型を利用している方に対して、その訓

練に要した費用を支給します。 

対象者 自立訓練（機能訓練）、就労移行支援、就労継続 A 型を利用

している方で、負担上限額が０円の方 

内容 訓練のための経費と通所のための経費を支給します。 

（就労継続 A 型は通所のための経費のみ） 

施設の種類ごとに支給金額が変わります。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

2.3 障害者職業能力開発校 

障がいのある人が就職・自立できるようその能力に適した職業訓練を行っています。

寄宿舎も設置しています。入所者の食事等は自己負担となります。 

※詳しい内容については各施設にお問い合わせください。 
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2.3.1 国立職業リハビリテーションセンター 

身体障がいのある人の職業能力の判定から、職業訓練、職業指導まで、総合的な職業

リハビリテーションを実施しています。隣接する国立身体障害者リハビリテーション

センターと一体的な運営により、身体障がいのある人の医療から、職業までの総合的

なリハビリテーションのサービスを提供しています。 

【問い合わせ先】 国立職業リハビリテーションセンター 所沢市並木４－２ 

電話  ０４（２９９５）１７１１（代表） 

ＦＡＸ ０４（２９９５）１０５２ 

E-Mail shokureha-ctr@jeed.go.jp 

2.3.2 東京障害者能力開発校 

障がいのある人が就職に必要な知識、技能・技術を習得して職業的に自立し、生活の

安定と地位向上を図ることを目的としている施設です。 

【問い合わせ先】 東京障害者職業能力開発校 東京都小平市小川西町２－３４－１ 

電話  ０４２（３４１）１４１１ 

ＦＡＸ ０４２（３４１）１４５１ 

2.4 障害者委託職業訓練 

障がいのある人の就労支援策の一つとして、県内の企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法

人、民間教育訓練機関等に委託して様々な職業訓練を行っています。原則として１～

３か月の短期の訓練となります。 

【問い合わせ先】 埼玉県立職業能力開発センター  

さいたま市北区櫛引町二丁目 499 番地 11 

電話  ０４８（６５１）３１２２ 

ＦＡＸ ０４８（６５１）３１１４ 
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子どもの療育・相談 

1 相談療育機関等 

1.1 子ども発達支援センター（子ども支援課） 

発達の遅れや偏りなどの心配があるお子さんについて、相談や個別指導を行っていま

す。相談や指導は予約制です。 

【問い合わせ先】 子ども支援課 子ども発達支援センター 

電話 ０４８（９３０）７７９４ 

 

1.2 しいのみ学園 

心身の発達や運動発達に遅れや障がいのある小学校入学前の児童に対して機能訓練・

生活指導・母子指導を専門的に行い、児童の発達を促します。 

【問い合わせ先】 子ども支援課 しいのみ学園 

０４８（９５２）００６６ 

 

1.3 社会福祉法人東埼玉 中川の郷療育センター 

発達期より精神や身体の問題、社会的な問題、社会的な問題でお悩みの方々の診療・

検査等を行うとともに、車いす・補装具に関する相談や作成及び理学療法、作業療

法、言語聴覚療法等の訓練を行います。外来診察の他入所、短期入所、通園もありま

す。 

【問い合わせ先】 中川の郷療育センター  北葛飾郡松伏町下赤岩２２２ 

電話０４８（９９２）２７０１  FAX０４８（９９２）２７０２ 
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1.4 埼玉県立三郷特別支援学校 

三郷市、吉川市、八潮市の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に通う幼児、

児童、生徒に関わるセンター的機能として、先生方、保護者の方等から様々な相談を

受けつけています。 

【問い合わせ先】 埼玉県立三郷特別支援学校  

担当 特別支援教育コーディネーター 

電話 ０４８（９５２）１２０５ 

 

1.5 埼玉県立小児医療センター 

小児専門病院として新生児に対する高度医療をはじめ、一般医療機関では対応困難な

小児の疾患の診療を行う 3 次医療を担っています。この役割を果たすため、地域の医

療機関（医師）からの紹介を原則としています。 

【問い合わせ先】 埼玉県立小児医療センター 

埼玉県さいたま市中央区新都心 1 番地 2 

電話 048-601-2200（代表） 

 

1.6 埼玉県発達障害総合支援センター 

1.6.1 発達障害のある 18 歳までの子どもとそのご家族の方からの電話相談 

受付時間  毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始は除きます。） 

午前 9 時～12 時、午後 1 時～4 時  

       電話 048-601-5551 
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1.6.2 発達が気になる子どもの子育ての仕方を学ぶ講座や発達障がいの子どもを育て

た経験のある親による交流・相談会 

開催情報はホームページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0614/index.html 

※小児医療センター南玄関を御利用ください。  

※小児医療センター駐車場は利用できませんので公共交通機関を御利用ください。 

※埼玉県発達障害総合支援センターは、発達障害のある 18 歳までの子どもとそのご家

族、地域の支援機関の方々を対象に支援します。 

※19 歳以上の方の相談支援は、埼玉県発達障害者支援センターまほろばが行います。 

  まほろば 川越市平塚新田東河原 201-2   電話 049-239-3553 

 

1.7 埼玉県医療的ケア児等支援センター 

医療的ケア児等とそのご家族が心身の状況に応じた適切な支援受けられるための相談

窓口です。保育所や学校など支援機関からの医療的ケア児等のために必要な配慮等の

ご相談もお受けします。 

【問い合わせ先】地域センター ともに 

        春日部市谷原 3-12-6 メゾンローリエ 102 

        社会福祉法人ともに福祉会 障害児（者）生活支援ルームともに 内 

        電話 048-748-5059 
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施設 

1 交流等の施設 

1.1 三郷市障がい者交流ルーム 

障がいのある人の地域での積極的な社会参加のために、日常的交流の場、活動の場と

して障がい者交流ルームがあります。 

場所   瑞沼市民センター １階 

利用時間 午前９時～午後９時 

休館日  年末年始 

利用方法 市民センター事務室に「障がい者交流ルーム利用受付簿」がありますので 

記入の上、ご利用下さい。 

予約や団体専用使用等は行っておりませんので、当日来館された利用者が

お互いに調整し合ってご利用ください。 

交流ルーム内での飲食は可能ですが、持ち込まれたゴミ等は全てお持ち帰

りください。 

その他  瑞沼市民センター「利用者の遵守事項」に従いご利用ください。 

【問い合わせ先】 障がい福祉係 ０４８（９３０）７７７８ 

 

1.2 埼玉県障害者交流センター 

障がいのある人の社会参加を促進する拠点施設として、各種相談や講習会、スポー

ツ・レクリエーション等に利用できます。又、各種教室や講座等を実施しています。 

【問い合わせ先】 埼玉県障害者交流センター さいたま市浦和区大原 3-10-1 

電話 ０４８（８３４）２２２２  

ＦＡＸ ０４８（８３４）３３３３ 
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1.3 伊豆潮風館 

障がいのある人とその家族が気軽に宿泊・休養できる施設です。 

埼玉県内居住で障がいのある人は利用日の６か月前の月初めから、その他の人は３か

月前の月初めから電話又はＦＡＸ（電話連絡が困難な場合）でご予約できます。 

※利用料金については施設に直接お問い合わせください。 

※正月の予約方法については別になります。 

【問い合わせ先】 伊豆潮風館  伊東市富戸 1317-89 

電話 ０５５７（５１）１５０４ 

ＦＡＸ ０５５７（５１）３４３６ 

 

2 関連施設等 

2.1 就労移行支援 

就労移行支援事業所ラ・ポルタ・・・・０４８（９５０）７３１５ 

ラ・ポルタみさと中央・・・・・・・・０４８（９６０）０８０８ 

カルディアみさと・・・・・・・・・・０４８（９４９）６６０５ 

 

2.2 就労継続支援Ａ型 

ブルースカイ三郷・・・・・・・・・・０４８（９３４）５４０７ 

インスピリット・・・・・・・・・・・０４８（９５９）９６９７ 

就労支援事業所 こころ・・・・・・・０４８（９５１）１０９０ 
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2.3 就労継続支援Ｂ型 

ワークセンターしいの木・・・・・・・・・０４８（９５３）４７８９ 

レモンカンパニー・・・・・・・・・・・・０４８（９４０）１２９０ 

みどりの風・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５９）１６１５ 

コンパス・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５８）２５５５ 

そよかぜ・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５４）８４６３ 

ウーリー三郷・・・・・・・・・・・・・・０４８（９１６）９９５４ 

パティオ・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５０）７３１１ 

ハピネス・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５９）９６９７ 

2.4 生活介護 

さつき学園・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５３）３６９９ 

みどりの風・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５９）１６１５ 

障害者の生活・作業施設 ひまわりの家・・０４８（９５２）７８０６ 

しづき・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５６）１７７７ 

おれんじ・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６０）００１９ 

光座・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５８）７０４７ 

Lagom（ラゴム）みさと団地・・・・・・・０４８（９３４）９０５０ 

 

2.5 共同生活援助（グループホーム） 

ケアホーム第 2 ひまわり・・・・・・・・・０４８（９５５）２３５２ 

グループホームひだまり・・・・・・・・・０４８（９５９）６７１１ 

   グループホームさくらホーム 

   グループホームすみれ 
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   グループホームみらい 

   グループホームはまなす 

ケイエスホーム・・・・・・・・・・・・０４８（９５６）１５６８ 

グループホーム あゆみ・・・・・・・・０４８（９５３）２１８８ 

グループホームサンハウス・・・・・・・０８０（４１６４）４２３５ 

ケアホームたんぽぽ・・・・・・・・・・０４８（９５４）８７３６ 

   ケアホームたんぽぽ、ひなぎく 

グループホームしづき・・・・・・・・・０４８（９１５）６９８８ 

ソーシャルインクルーホーム三郷東町・・０４８（９５４）７５３５ 

   東町Ⅰ、東町Ⅱ 

グループホーム三郷・・・・・・・・・・０４８（９５４）８７７９ 

   グループホームちゃちゃ、グループホームこっこ 

わおんにゃおんグループホーム三郷・・・０８０（４４７７）９３３７ 

わおんにゃおんグループホーム三郷 A 棟 

わおんにゃおんグループホーム三郷 B 棟 

わおんにゃおんグループホーム鷹野 A 棟 

わおんにゃおんグループホーム鷹野 B 棟 

グッドライフ三郷・・・・・・・・・・・０４８（９５４）９４８０ 

グッドライフ三郷、グッドライフ三郷たかの 

アニメとゲーム大好きホーム・・・・・・０８０（９５３６）５２２０ 

   アニメ館、ゲーム館 
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障がい者グループホーム サンライズ三郷・・・０５０（６８６０）５９５３ 

グループホームこかげ・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）１８６１ 

ゆいの郷・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５４）９０８３ 

2.6 短期入所（ショートステイ） 

ケアホームたんぽぽ・・・・・・・・・・・・・０４８（９５４）８７３６ 

ソーシャルインクルーホーム三郷東町・・・・・０４８（９５４）７５３５ 

ケアホームひまわり・・・・・・・・・・・・・０４８（９５５）２３５２ 

サンライズ三郷・・・・・・・・・・・・・・・０５０（６８６０）５９５３ 

ゆいの郷・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５４）９０８３ 

2.7 自立生活援助  

ほっとピア・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５９）３１１２ 

2.8 同行援護  

ケアサービス三郷・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５９）６０１７ 

サポートセンターみどりの風・・・・・・・・・０４８（９５９）９４９２ 

ケア２１ 三郷・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５０）５６２１ 

2.9 行動援護 

サポートセンターみどりの風・・・・・・・・・０４８（９５９）９４９２ 

2.10 児童発達支援 

三郷市児童発達支援センター（児童発達支援センター） 

三郷市子ども発達支援センター・・・・・・０４８（９３０）７７９４ 

  しいのみ学園・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５２）００６６ 
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アルク純誠会みさと（医ケア児対応）・・・・・０４８（９５０）２７７２ 

アルクキッズ・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９４９）７５２６ 

アルクケア（重症心身障がい児 医ケア児対応）０４８（９５１）５０８８ 

通所支援ベルテール 三郷戸ヶ崎園・・・・・・０４８（９５６）５９７７ 

通所支援ベルテール 新三郷園・・・・・・・・０４８（９１５）１９００ 

縁むすび虹・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）７２４１ 

ＮＰＯ法人ほっとＴｉｍｅ・・・・・・・・・・０４８（９５８）５３６８ 

からふるリーフみさと・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）３２９５ 

運動遊びと療育支援  

こどもプラス三郷中央教室・・・・・・・・・０４８（９５４）６０２６ 

こどもプラス三郷第２教室・・・・・・・・・０４８（９４８）６１６７ 

はるちゃんの家・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４２８３ 

ぐっどはーと三郷・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４９７２ 

コペルプラス 三郷中央教室・・・・・・・・・０４８（９５４）５４８２ 

コペルプラス 三郷ピアラシティ教室・・・・・０４８（９５４）４１９４ 

てらぴぁぽけっと 三郷駅前教室・・・・・・・０４８（９４８）８３０９ 

アクアキッズ みさと団地教室・・・・・・・・０５０（３６９５）５７１８ 

るーと（重症心身障がい児 医ケア児対応）・・０４８（９６９）４４９３ 

ブロッサムジュニア三郷教室・・・・・・・・・０４８（９４８）８３２６ 

なっちゃんの家・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４２８３ 

スタートライン三郷・・・・・・・・・・・・・０４８（９５６）０５９０ 

重症心身障がい児デイサービス サザンカ・・・０４８（９４８）８６２８ 

（重症心身障がい児 医ケア児対応） 

アイビー三郷・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）３１５２ 
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2.11 放課後等デイサービス 

さとっこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５４）８５０８ 

放課後等デイサービスふぉーきっず・・・・・・０４８（９３４）５９５２ 

レイア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９３４）５６５１ 

あさがお・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４４８２ 

アルク純誠会みさと（医ケア児対応）・・・・・０４８（９５０）２７７２ 

アルクケア（重症心身障がい児 医ケア児対応）０４８（９５１）５０８８ 

アルクキッズ・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９４９）７５２６ 

パレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９４５）０７７１ 

縁むすび・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５０）８６３３ 

縁むすび 空・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）０７５０ 

通所支援ベルテール 三郷戸ヶ崎園・・・・・・０４８（９５６）５９７７ 

通所支援ベルテール 新三郷園・・・・・・・・０４８（９１５）１９００ 

通所支援ベルテール みさと団地園・・・・・・０４８（９１６）３０２１ 

スマートキッズプラス三郷・・・・・・・・・・０４８（９６９）４３９１ 

スマートキッズプラス三郷第二・・・・・・・・０４８（９５０）８４０１ 

ＮＰＯ法人ほっとＴｉｍｅ・・・・・・・・・・０４８（９５８）５３６８ 

からふるリーフみさと・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）３２９５ 

運動遊びと療育支援  

こどもプラス三郷中央教室・・・・・・・・・０４８（９５４）６０２６ 

こどもプラス三郷第２教室・・・・・・・・・０４８（９４８）６１６７ 

スマートキッズジュニア三郷・・・・・・・・・０４８（９５０）８７９１ 

はるちゃんの家・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４２８３ 

るーと（重症心身障がい児 医ケア児対応）・・０４８（９６９）４４９３ 

ぱすてる・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４４８２ 
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ブロッサムジュニア三郷教室・・・・・・・・・０４８（９４８）８３２６ 

なっちゃんの家・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９６９）４２８３ 

スタートライン三郷・・・・・・・・・・・・・０４８（９５６）０５９０ 

重症心身障がい児デイサービス サザンカ・・・０４８（９４８）８６２８ 

（重症心身障がい児 医ケア児対応） 

アイビー三郷・・・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５１）３１５２ 

2.12 保育所等訪問支援 

通所支援ベルテール 三郷戸ヶ崎園・・・・・・・０４８（９５６）５９７７ 

三郷市子ども発達支援センター・・・・・・・・・０４８（９３０）７７９４ 

運動遊びと療育支援 こどもプラス三郷中央教室・０４８（９５４）６０２６ 

2.13 地域活動支援センター 

2.13.1 Ⅱ型 

地域活動支援センター  

地域で共に生きるナノ・・・・・・・０４８（９５１）１８１７ 

2.13.2 Ⅲ型  

憩いの場オアシス・・・・・・・・・・０４８（９５８）６６７４ 

スペース游・・・・・・・・・・・・・０４８（９４５）０２２２ 
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2.14 特別支援学校 

県立三郷特別支援学校（知的障がい）・・・・・・・・０４８（９５２）１２０５ 

県立越谷特別支援学校（肢体不自由）・・・・・・・・０４８（９７５）２１１１ 

県立 特別支援学校塙保己一学園（視覚障がい）・・・・０４９（２３１）２１２１ 

県立 特別支援学校大宮ろう学園（聴覚障がい）・・・・０４８（６６３）７５２５ 

県立 特別支援学校坂戸ろう学園（聴覚障がい）・・・・０４９（２８１）０１７４ 

3 その他 

 

わらべ会・・・・・・・・・・・・・・https://warabekai.jimdofree.com/ 

とがさき手をつなぐ親の会・・・・・・０４８（９５２）４８９２ 

サポートネットほっとピア・・・・・・０４８（９５９）３１１２ 

青いそら・・・・・・・・・・・・・・０４８（９５７）９６００ 

游（ゆう）・・・・・・・・・・・・・０４８（９４５）０２２２ 

スモールステップ・・・・・・・・・・http://3310smallstep.blog.fc2.com/ 

スマイルコレクション・・・・・・・・https://www.facebook.com/smilecollection.misato/ 

三郷市聴覚障害者協会・・・・ＦＡＸ ０４８（９５９）３０８４ 

三郷市手話サークル さくら草・・・・０９０（９２０４）８９９８ 
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